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本教材は古紙パルプを配合しています。
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ガイドブック

要介護認定申請者のための

平成28年度版



　2013年、日本人の平均寿命が男女ともに80歳を超え（男：80.21歳　女：86.61歳）、

2014年には100歳を超える高齢者が5万8,820人〈ともに厚生労働省資料〉となった長

寿大国、日本。医療、予防医学、公衆衛生、介護、食糧事情など、さまざまな分野での進歩、

啓発、普及がその大きな要因になっています。一方、社会構造や家族構成の変化、女性

の社会進出、国民の意識の変化、それらにともなう晩婚化や少子化により、若い世代が

従来より多くの高齢者を支えなくてはならないという新たな問題が生じています。

　家族の方が長寿であるのは喜ばしいことですが、一方、長期間の介護がいつ必要にな

るのかは誰にもわかりません。もしあなたや家族にその必要が起きたとき、まず最初

に何から始め、誰に相談をすればよいのか――。

　このガイドブックでは、介護に関わる方々に知っていただきたい心がまえや環境づ

くり、家庭での介護において役立つ知識、介護保険制度や介護サービスの仕組みと利用

方法などを紹介しています。まず「要介護」の状態になるのを予防することがとても大

切ですが、もし必要な状況が起きても少しでも悪化しないように、また、関わる方々の

負担が少しでも軽減されることを願い、本書がその一助になれば幸いです。

はじめに

要介護認定申請者のための

介護と保健ガイドブック
監 修：井藤 英喜

（地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 理事長）

発 行：一般社団法人 日本保健情報コンソシウム
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第2章  26ページへ

第2章  27ページへ

●そろそろ介護が必要!?
　両親が高齢になってきた、離れて住む高齢の

親がひとりで暮らしている、などという人は、

介護のことが身近な問題として気になり始める

のではないでしょうか。

□ 高齢者のみの世帯である
□ 外出したがらない
□ 歩行が困難になってきた
□ よくつまずくようになった
□ 食事の量が減っている
□ 視力や聴力が衰えてきた
□ 起き上がりや立ち上がりが難しい
□ 入浴や排せつ、食事での介助が必要
□ 衣服の着脱で手伝いが必要
□ 物忘れやひきこもりなどの行動がある

●介護に関して利用できる制度、サービス

　高齢による身体機能の衰えや、認知症などの

病気やケガなどにより介護が必要となったとき

には、介護サービスを提供する公的な介護保険

制度を利用することができます。

　家族や親族の高齢化により気になることが増

えてきたら、介護保険の認定申請についてそろ

そろ考えたほうがよい時期かもしれません。
家族

本人

要介護認定

かかりつけ医

地域の連携病院

急性期病院

リハビリ病院

第2章  11、19ページへ

地域密着型サービス

施設サービス

自立して生活できる

介護が必要

相談

相談

退院

在宅サービス 第2章  24〜25ページへ

自治体

地域包括支援センター
・ケアマネジャー
・保健師
・社会福祉士

・認知症対応型共同生活介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回、随時対応型訪問介護看護 等

・介護老人保健施設
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

・介護療養型医療施設

・介護保険制度

・介護予防

・高齢者福祉サービス（生きがい支援・生活支援型家事援助サービス）

・民間支援サービス

・訪問介護・看護
・デイケア、デイサービス
・ショートステイ 等 

第2章
18〜19ページへ

第2章  32〜33ページへ

利用OK!

利用NG!

□ 「要介護」はここをチェック！

介護保険の利用を考える
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●自立支援を目指して
　病気や障害、高齢のために家族を介護する必

要が生じたなら、日常生活における身体的な自

立の支援だけではなく、精神的な支援も必要で

す。介護をするうえで、どんな方針を立てて取

り組めばいいのかをよく考えて実行していきま

しょう。

　介護される人の多くは、住み慣れた地域や住

まいで暮らし続けたい、可能な限り自宅で暮

らしたいと願っています。自分で立てたスケ

ジュールに沿って日常生活を営み、起床や就寝

時間も自分の都合や体調に合わせ、食事も自分

の自由にできる暮らしがしたいのです。生活全

般にわたって「その人らしく暮らしていくこと

ができる」支援の仕方を考えていくことが大切

です。

　介護が必要な人の尊厳を保ちながら、生活の

質を高め、できるだけ自立した生活ができるよ

うに、寄り添うような支援をすることが介護の

基本になります。

　介護をする際は、精神的な満足度や価値観の

尊重、社会参加など、その人がその人らしくある

ために望むことをできる限りできているかどう

かを、ときどきチェックしてみましょう。また、

なるべく介護をする人が無理をしない（第4章

参照）、負担がかかりすぎないようにすることも

大切です。

　すべての重荷を一人で背負い込まずに、介護

を頼める相手がいれば遠慮することなくお願い

し、利用できるサービスがあれば積極的に活用

しましょう。介護についての手続きや知識、役

立つ情報などを調べて、自分の心身の健康や生

活面をすべて犠牲にせずに済むように工夫しま

しょう。

たり、介護をする人から積極的に連絡を取りま

しょう。高齢者ほど1日に5分でも電話で家族

の声を聞くだけで「自分のことを気にかけてく

れている」と喜ぶものです。

　介護が必要な人は、思うように動けないこと

で、不安や寂しさを感じながら日々を過ごして

います。そんな中で「自分を支えてくれる家族

の存在」があれば、心強く感じて安心することが

できるのではないでしょうか。

●コミュニケーション、団らんを大切に
 　介護が必要になると特別な献立が必要に

なったり、食事に時間がかかることなどから、

介護される人はひとりで食事を済ますことが多

くなりがちです。ひとりきりの食事は味気なく、

食欲の減退につながります。食事の時間は食べ

ることを楽しむ時間であるばかりでなく、家族

と一緒の時間を過ごすことができる大切な時間

です。本人が家族の一員であることが実感で

きるように、食事はできるだけ一緒にとるよう

にしましょう。コミュニケーションを心がける

ことで、介護が必要な人が楽しみや生きがいを

もって生活することができます。ときにはお茶

を飲みながら、昔の思い出話や相手が好きな話

題についておしゃべりしたり…。そうした団ら

んの時間を持つことが、とても大切です。

　別居していたり、施設へ入居している場合に

は、日々の忙しさに紛れてコミュニケーション

がおろそかになりがちです。定期的に訪問す

ることが難しい場合は、電話をかけて会話をし

介護をする側の心がまえ
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●医師、地域の連携病院
　普段から風邪や腹痛などで診てもらっている

身近なかかりつけ医は、気軽に相談できる存在

です。既往歴や現在の疾患、生活実態などを把

握したうえで、健康管理のアドバイスもしてく

れます。かかりつけ医の多くは入院設備を持た

ないクリニック（医院）で、検査などが必要にな

れば、入院設備を持つ一般病院や高度な治療を

行う専門の病院の紹介も可能です。緊急時には

往診もしてくれる体制があると、より安心です。

●公的支援サービス
　どのようなサービスが利用できるのか、居住

地の市区町村役場に積極的に問い合わせてみま

しょう。介護保険制度によるサービスを受ける

には、要介護認定の申請（第2章参照）を行います。

そのほか、介護保険制度以外の自治体福祉サー

ビス（第2章参照）もあります。

●民間支援サービス
　有償ボランティア団体が提供するサービスな

ど、さまざまな民間支援サービス（第2章参照）

があります。家事代行や配食などのサービスを

活用することで、介護の負担を減らすことがで

きます。

●ご近所や地域の力も借りて
　介護が必要な人にとって親しいご近所の存在

は心強いものです。気持ち良いおつきあいが継

続できるよう、介護する人は隣近所の人に声を

かけてコミュニケーションを心がけましょう。

　また、住んでいる地域には、ゴミ出しや見守り

など、ちょっとしたサービスを行っている会も

あります。老人クラブや自治会、ボランティア、

NPOなどの情報を集め、自治会や民生委員など

相談しやすいところへ積極的に声をかけ、利用

できるサービスを探しましょう。

●リーダーのもとで介護を
　多くの人が望んでいるのが、介護が必要に

なっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最後まで続けたいということです。そ

の望みを実現するには、家族の協力が欠かせま

せん。

　兄弟や配偶者、子どもなどの協力者がチーム

を組み、介護サービスを上手に利用していくこ

とが求められます。

　介護が必要な人の最も身近にいる人が介護の

リーダーになることで、スムーズな介護を行う

ことができます。ケアマネジャーや介護事業所

への連絡や家族の話し合い、介護サービスの依

頼や管理、介護に必要なお金の出し入れなどを、

リーダーになる人が責任を持って行いましょう。

●より具体的に決めたい介護分担
　少子化や核家族化、晩婚化、共働きなどにより、

家族を取り巻く状況はさま

ざま。また、子どもの教育費

がかかる、住宅ローンを組

んでいるなど、介護を担う

側はいろいろな事情を抱え

ています。介護費用のこと

や介護内容、今後のことな

どについて、よく話し合っ

ておくことが大切です。

　それぞれの役割分担や協力体制について、具

体的に決めておきましょう。遠くに住んでいて

介護の手助けができない場合には、金銭的負担

をしたり、時間がとれる週末だけ介護を受け

持ったり、毎日の電話による安否確認を担当し

ましょう。自分にできること、できないことを

率直に話し合って分担していきます。不公平感

のない分担を目指すことが大切です。

介護者の役割分担 協力者を考える
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●将来の介護を担う地域包括ケアシステム
　高齢者など、介護や医療が必要な人へ切れ目

のない介護・医療サービスを提供するための「地

域包括ケアシステム」。その内容を充実させる

ための取り組みが各自治体で進められています。

　地域包括ケアシステムにより、住まい・医療・

介護・生活支援・予防が一体的に提供され、要介

護となっても住み慣れた地域で暮らしを続ける

ことが可能になっていきます。今後、増加が見

込まれる認知症高齢者の生活を支えるためにも、

地域包括ケアシステムの構築は重要です。この

システムは、おおむね30分以内に必要なサービ

スが提供される日常生活圏域（中学校区）を単位

として構築することとされています。

●地域包括ケアシステムの取り組み
　地域包括ケアシステムは、介護を受ける人の

ニーズに応じたサービス提供を目指すもの。入

❶医療との連携強化
   ・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
   ・介護職員による痰（たん）の吸引などの医療行為の実施

❷介護サービスの充実強化
   ・特養などの介護拠点の緊急整備
   ・24時間対応の定期巡回 ･ 随時対応サービスの創設等在宅サービスの強化

❸予防の推進
   ・要介護状態にならないための予防の取り組み
   ・自立支援型の介護の推進

❹見守り、配食、買い物等
　多様な生活支援サービスの確保や権利擁護等
   ・一人暮らしや高齢夫婦のみの世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、
     さまざまな生活支援（見守り、配食などの生活支援や財産管理などの
     権利擁護）サービスを推進

❺高齢期になっても住み続けることのできる
　高齢者住まいの整備（国土交通省・厚生労働省連携）
   ・一定の基準を満たした有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅を、
     サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置づけ

＜受けられるサービス＞

院、退院、在宅復帰を通じて切れ目なく継続的に

必要なサービス、すなわち次の❶～❺の適切な

組み合わせが提供されるようになります。

2025年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにする

ため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実

地域包括ケアシステムの姿

＜参考＞厚生労働省「2025年の地域包括ケアシステムの姿」

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通所・入所

通院・入院

活用

病気になったなら…
医　療

●日常の医療
・かかりつけ医
・地域の連携病院

・急性期病院
・亜急性期・回復期リハビリ病院

住まい
・自宅
・サービス付高齢者住宅 等

いつまでも元気に暮らすために…
生活支援・介護予防

・老人クラブ　・自治会　・ボランティア　・NPO 等

介護が必要になったなら…
介護サービス

●在宅系サービス
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス（小規模多機能型居宅

介護＋訪問看護）等

●介護予防サービス

●施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等

介護の環境づくり
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第 2 章

・制度の概要（仕組み）
・申請方法から要介護認定までの流れ　※フローチャートで図解

・要介護認定の判定
・ケアプランを作成する
・介護サービスの種類
・生活環境を整えるサービス
・介護に関わる専門職
・介護保険制度以外の自治体福祉サービス、民間サービス
・平成27年度の主な改定内容
・今後の介護保険制度を考える

16

18

20

22

24

28

30

32

34

36

※平成28年3月現在の資料をもとに作成しております。ご不明な点は、お住まいの市区町村の介護保険担当にお問い合わせください。

介護保険制度

コラム ひとり暮らしの人への介護

　住み慣れた地域で「要介護 2」までなら、必要

なときに手を貸してもらえばひとり暮らしを続

けることはそれほどむずかしくありません。日

中なら、ホームヘルプサービスやデイサービス

を利用していれば、人の出入りはあります。し

かし、さまざまな介護サービスの利用が必要な

場合には、「家の中で転んでケガをして起き上が

れなかったら、誰にも気づいてもらえないので

はないか」といった不安が大きくなってきます。

　要介護度が重度化して「要介護3」になると「ひ

とり暮らしの限界」となります。個人差はあり

ますが、一般的には「ひとりでトイレに行けなく

なる」と、介護時間が大幅に増え「ひとり暮らし」

は厳しくなると考えられます。

　しかし、施設ではなく、可能な限り住み慣れた

環境の中で今までと変わらない生活を続けたい

という願いを持つ人は多く、居住型サービスへ

の関心が高まっています。そのような意味で在

宅に「365日・24時間の安心」を届けることので

きる新しい在宅介護サービスの仕組みが注目さ

れています。その内容は、日中の通いや一時的

な宿泊、夜間や緊急時の訪問サービス、介護ス

タッフが居住するといった「通う」「泊まる」「訪

問を受ける」「住む」などの複数のサービスが、介

護が必要な人や家族の要望に応じて提供される

というものです。

　要介護者の心身の状態を継続的に把握してい

るスタッフによって継続的なサービスの提供が

行われることにより、本人の「在宅で過ごした

い」という希望をかなえることが可能になりま

す。このような切れ目のないサービスを利用者

の生活圏域で行うには、一体的・複合的に提供

できる小規模・多機能サービス拠点が整備され

ていくことが必要です。
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●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症
●糖尿病性神経障害、
　糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または
　股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

●がん［がん末期］
（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の
 見込みがない状態に至ったと判断したものに限る）

●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
　およびパーキンソン病［パーキンソン病関連疾患］

特定疾病の対象となる人 ※特定疾病とは40歳から
　64歳までの人が対象

●介護保険制度について
　高齢による身体機能の衰えや、病気やケガな

どによって介護が必要となったときには、介護

サービスを提供する公的介護保険制度を利用す

ることができます。新たな社会保険制度として

平成12 年4 月にスタートしたもので、介護が必

要な人とその家族をできる限り社会全体で支え

るための公的なサービスです。

　介護保険は自治体が保険者となって制度を運

営しています。40歳以上の人が被保険者となっ

て保険料を負担し、介護が必要と認定されたと

きに介護サービスを利用する仕組みです。

　介護保険では、利用者がサービスの種類や事

業者を選ぶことができます。利用料は利用限度

額の範囲内であれば、１割（一定以上所得者の

場合は2割）の利用者負担で受けることができ

ます。必要な医療・介護サービスを受けながら、

原因を問わず
介護が必要と

認定された場合

加齢による特定疾
病が原因となって
介護が必要と認め
られた人のみ使う
ことができます。
16個の特定疾病以
外の原因によって
介護が必要になっ
ても、介護保険の
対象になりません。

住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を

実現していくために、上手に利用していきましょ

う。介護保険制度は3 年ごとに見直されること

になっています。

　現在、介護サービスの基盤強化のために、医療、

介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目

なく提供される「地域包括ケアシステム」（12～

13ページ参照）の構築に向けた取り組みが進め

られています。

●介護サービスを利用できる人は？
　公的介護保険の介護サービスは、介護保険に

加入し、保険料を納めている被保険者の人が受

けられます。介護サービスを使いたいときは、

要介護認定の申請をして認定を受けた後に利用

できます。実際に介護サービスを使う場合は、

サービス事業者との契約が必要になり、介護保

険料額と給付額は地域によって異なります。

65歳以上の人
（第1号被保険者）

40歳から64歳までの人
（第2号被保険者）

制度の概要（仕組み）
第
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●介護サービスを受けるには
　介護サービスを受けるには、要介護認定の申

請が必要です。要介護認定とは、介護を必要と

している人が「どれくらい、介護サービスを行う

必要があるか」を判断するものです。保険者で

ある市区町村が調査を行い、要介護度を判定し

ます。家族を介護する必要を感じたら、申請の

手続きをしましょう。

●介護保険の申請方法
❶相談できる窓口…相談できる窓口…介護され

る人が居住の市区町村役場の窓口（介護保険課

など）で申請を行います。申請の際、本人の介護

保険証（40～64歳の人は健康保険証）と主治医

意見書、印鑑（※不要な自治体もあります）など

が必要です。主治医意見書は、申請書に主治医

の名前・病院名などを記入するだけです。申請

後、市区町村から主治医に意見書の作成が依頼

されます。主治医がいない場合は役所に相談し、

高齢者医療に理解がある医師を紹介してもらい

ましょう。申請は家族が代理で申請することも

できます。「地域包括支援センター」で申請の受

付や代行も可能なので、所在を確認して相談し

ましょう。

❷訪問調査…申請後、本人のもとへ市区町村の

「認定調査員」（指定居宅介護支援事業者などに

委託していることが多い）が訪れ、心身の状況な

どについて聞き取り調査（認定調査）を行い、そ

の結果および主治医意見書に基づくコンピュー

タ判定（一次判定）を行います。

❸介護認定審査会…一次判定データは、市区町

村に設けられた介護認定審査会にかけられ、保

健、医療、福祉の専門家などが一次判定、訪問調

査の結果と主治医意見書を基に、どの程度の介

護が必要かを全国一律の基準により審査します。

❹要介護・要支援の認定…申請日から30日以

内に「認定通知書」と「被保険者証」が届きます。

要介護度区分に合わせて、ケアマネジャーが介

護サービスの利用計画（ケアプラン）を作成して

いきます。

《主治医意見書について》主治医意見書は、医学

的な見地から認知症の有無や在宅介護で必要な

配慮や介護の中身について、主治医が記入する

書類です。主治医には、要介護者の普段の様子

を把握している内科、老年内科、神経内科、整形

外科などのかかりつけ医が適任です。区分の判

定時に大きな影響を及ぼしますので、普段から

主治医とのコミュニケーションを図っておきま

しょう。

要介護認定

申　請

認定調査
（74項目）

二　次　判　定

（コンピュータによる）
一　次　判　定

認定調査員などによる
心身の状況に関する調査主治医

意見書

介護認定審査会による調査

要介護認定基準時間の算出
状態の維持

改善可能性の評価

特記事項※

要介護認定の流れ

※調査項目では十分に表せない本人の状態を記載（介護の手間、頻度、選択根拠など）。

申請方法から要介護認定までの流れ
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●要介護認定について
　要介護認定は、「非該当」と介護保険の対象と

なる「要支援 1 ・ 2」「要介護1 ～ 5」に区分されま

す。区分によって、受けられるサービスや利用

限度額が異なります。

　要介護度認定は、どのくらい介護を必要とし

ているかを判断するもので、本人の病気の重さ

と要介護度の重さが必ずしも一致しない場合が

あります。要介護認定の判定に不服がある場合

は、再認定を要求することができます。

●認定ごとの状態とサービス
 非該当（自立）
　歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的

動作を自分で行うことが可能。薬の内服、電話

の利用などの手段的日常生活動作を行う能力も

ある状態。社会的支援がなくとも生活ができ

る状態。介護保険を利用することはできないが、

65歳以上であれば、市区町村で開催している介

護予防事業に参加することができる。また、地

域包括支援センターで生活機能評価を受けるこ

とによって二次予防事業の対象者（特定高齢者）*

に認定された場合には、介護予防ケアプランが

作成され、サービスを利用することができる。

  要支援1 ・ 2
　身体上または精神上の障害があるために、6

か月継続して日常生活を営むのに支障があると

見込まれる状態。訪問看護や福祉用具のレンタ

ル・購入などのサービスが利用できる。

  要介護1 ～ 5
　身体上または精神上の障害があるために、6

か月継続して、日常生活における基本的な動作

の全部または一部について常時介護を要すると

見込まれる状態。在宅あるいは施設入所での介

護サービスを利用することができる。

日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が
必要。

身体の状態（目安）

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、
身体の状態の維持または悪化の防止のために支援が必要な状態。

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。

起き上がりが自力では困難なことがある。
排泄、入浴などで一部または全介助が必要。

起き上がり、寝返りが自力ではできないことが多い。
排泄、入浴、衣服の着脱などで介助の量が増えてくる。

日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助になる
ことが多い。

日常生活全般にわたって介助なしには生活できない状態。
意思伝達も困難になる場合がある。

要支援 1

要介護度区分

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

要介護状態の区分（心身の状態の一例）

*二次予防事業の対象者（特定高齢者）…96ページ参照

要介護認定の判定
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●ケアプランを作成
　要介護認定の通知を受け取ったら、ケアプラ

ン（サービス利用計画書）を作成します。ケアプ

ランは「これからどのような生活を送りたいか」

という目標を設定し、どんなサービスをどれく

らい使うかを計画するものです。ケアプランは、

介護支援専門員であるケアマネジャー（※詳細

は30ページ）に依頼して作成してもらうことが

できます。

　介護サービスを利用するには、このケアプラ

ンの作成が 1か月ごとに必要になります。ケア

マネジャーは、定期的に自宅を訪問し、利用者の

希望を聞き、症状の変化に合わせてケアプラン

を作成してくれます。家族は、本人の普段の様

子や家族の要望などを伝えましょう。なお、ケ

アプラン作成における利用者負担はありません。

●セルフケアプランという方法
　ケアプランは、ケアマネジャーに依頼して作

成してもらうケースがほとんどですが、自分で

も作成することができます。複雑なサービスを

コーディネートする必要がない場合などは、利

用する本人が各種の介護サービスを自ら選択し

て調整したケアプラン（いわゆるセルフケアプ

ラン）を作成することが可能です。セルフケア

プランをあらかじめ市区町村に届け出て、認め

られた場合に介護保険の給付が受けられます。

ケアプラン作成の流れ

❶居宅介護支援事業所に連絡する

❺ケアプランの原案を作成 ❻サービス担当者会議を開く ❼ケアプランを最終確認

❷ケアマネジャーの訪問

❸ケアマネジャーと相談

❹ケアマネジャーからアドバイス

認定後は、市区町村の窓口や地域包括支
援センターに問い合わせて、地域の居宅
介護支援事業所を紹介してもらう。事
業所に連絡して、今後の介護について相
談する。

サービスの種類や回数を決め
たら、ケアマネジャーが、利用
者側のサービス選択をプラン
に反映させたケアプランの原
案を作成する。

原案をもとに、ケアマネジャー、
サービス提供事業所の担当者な
どが自宅に集まり「サービス担当
者会議」を開き、ケアプラン原案
の検討を行う。

ニーズが的確に反映されているかどう
か、ケアプランの最終確認を行う。利
用者、家族が同意して正式にケアプラ
ンの作成となる。このステップを経て、
介護サービスの利用が始まる。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが自宅を訪問。サービスを利用
する人や家族と面接して、現在の状況を把握する聞き取り調査が行われ
る。本人の身体や生活の状況、さらに「どのような生活が送りたいか」と
いう意向を聞き取り調査する。そのうえで、環境や生活歴、心理状況な
どから課題を見つけ、介護の方向性を決めていく。

要介護度に沿ったサービス限度額
を考慮しながら、必要なサービスに
ついてケアマネジャーと相談する。

さまざまな介護サービスの中からおすすめのサービスや、適したサービスを
提供している事業所について、ケアマネジャーからのアドバイスをもとに
選択する。訪問時に、ケアマネジャーは介護が必要な人の室内の使い方を
チェックし、手すりの設置や段差の解消などを検討。住宅改修の必要性があ
れば、具体的なプランを提示してくれる。

ケアプランを作成する
介
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　住み慣れた自分の家で受けられる在宅サービ

スには、「訪問」「通所」「宿泊」の3つの柱があり、

これに福祉用具貸与など、その他のサービスを

組み合わせます。サービスを利用することで介護

する側とされる側、両方の負担が軽減されます。

 訪問系サービス
・訪問看護

　看護師や理学療法士などの専門家が自宅を

訪問。主治医の指示に合わせた医学的な世話

や処置を受ける

●サービスの種類（在宅・施設・地域密着型）
　介護保険で利用できる介護サービスは、介護

を受ける場所によって、大きく3つのスタイル

に分けることができます。ひとつは自宅で生活

しながら利用できる在宅サービス、もうひとつ

は施設に入所して受ける施設サービスです。さ

らに、在宅と施設の両方で受けられる地域密着

型サービスもあります。

 通所系サービス
・通所リハビリテーション
・通所介護（デイサービス）

　日帰りで施設に通い、食事や入浴など、日常

生活上の介護や機能訓練などを受ける

 短期滞在系サービス
・短期入所生活介護（ショートステイ）

　短期的に施設へ入所し、日常生活の介護や

機能訓練などの介護を受ける

・短期入所療養介護（医療型ショートステイ）
　短期的に施設へ入所し、必要な医療を受け

つつ日常生活の介護や機能訓練などを受ける

・訪問介護（ホームヘルプサービス）
　訪問介護事業所のヘルパーが自宅を訪問。身体

介護や生活援助など日常生活のサポートを受ける

・訪問リハビリテーション
・訪問入浴介護

　専門のスタッフが専用の浴槽を持参。脱衣

から入浴後のバイタルチェック*も含め、自宅

での入浴をサポートしてくれる

・居宅療養管理指導
　医師や看護師などの専門家が定期的に自宅

を訪問。医療器具の管理や病状把握などのた

めの往診を受ける

 福祉用具をレンタル・購入するサービス
　住宅の一部を改修したり、必要な福祉用具

をレンタル・購入して在宅での介護環境を整

える

　介護用品の支給や貸与（詳細は28ページ）

　住宅改修費の支給（詳細は96ページ）

 施設・居住系サービス
・特定施設入居者生活介護
  （有料老人ホーム、ケアハウスなど）

　介護が必要になった場合に、指定を受けた

有料老人ホームなどの施設に入居したまま介

護サービスを受ける

在宅で利用できるサービス

リハビリテーション

食事の介護

*バイタルチェック…96ページ参照

用具の
レンタル・購入介護サービスの種類
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　介護保険制度で利用できる「施設サービス」には、

さまざまな種類や入居の条件があります。専門

家による介護を受けられることや、緊急時にも安

心できる対応など、多様なニーズに応えています。

 介護老人保健施設
・老人保健施設、いわゆる「老健」。病状が安定

期にあり、入院治療の必要はないが介護や医療

を必要とする人を対象に、家庭復帰に向け介護、

医療ケア、リハビリテーションを行う施設

施設を利用できるサービス 地域密着型サービス

　認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者が要介

護状態になっても、できる限り住み慣れた地域

で生活が継続できるように支援を行うサービス

です。在宅と施設利用の両方のサービスがあり、

地域密着で介護を支えます。居住している市区

町村が提供しているサービスを利用することが

できます。

 在宅サービス
・定期巡回、随時対応型訪問介護・看護

　日中・夜間を通じて１日に複数回の定期訪

問と随時対応を受ける

・小規模多機能型居宅介護
　日帰りの施設へのデイサービス、ショート

ステイ、訪問の3つのサービスを組み合わせて

利用。自宅での生活の支援を受ける

・夜間対応型訪問介護
　夜間に定期的に自宅を訪問。おむつの交換

やトイレ介助の支援を受ける

・認知症対応型通所介護
　日帰りで施設に通い、認知症に対応した介

護や支援を受け、機能訓練を行う

 施設サービス
・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

　認知症の高齢者が9人以下の少人数で入居

し、入居者同士の交流など家庭的な雰囲気の

中で共同生活をしながら、入浴や食事などの

介護や支援、機能訓練などを受ける

【サービス付き高齢者向け住宅に注目！】

サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢単身・
夫婦のみ世帯」向けの賃貸住宅です。この住宅
制度に登録・利用することで、日常生活や介
護に不安を抱く「高齢単身・夫婦のみ世帯」が、
特別養護老人ホームなどの施設入所ではなく、
地域で安心して暮らすことが可能になります。

具体的には、居室の広さや設備、バリアフリー
構造といった設備面の条件を備えた住宅に、
ケアの専門家による安否確認や生活相談サー
ビスなどが提供されます。また、介護・医療・
生活支援サービスの提供や連携方法について、
さまざまなタイプがあります。たとえば、「サー
ビス付き高齢者住宅」に、24時間対応の「定期
巡回・随時対応サービス」（介護保険サービス

のひとつ）などの介護サービスを組み合わせ
た仕組みも徐々に普及し始めています。介護
保険制度の見直しにより、（有料老人ホームに
該当する）サービス付き高齢者向け住宅への
住所地特例※が適用されます。

 介護老人福祉施設
・特別養護老人ホーム、いわゆる「特養」。常に

介護が必要で在宅介護が困難と認められた人に、

日常生活介護、リハビリテーションなどの機能

訓練、健康管理、レクリエーションを行う施設

 介護療養型医療施設
・療養型病床群、いわゆる「老人病院」。病状が

安定期にあるが常に医療管理下での介護が必要

な人に、日常生活の介護、医療的

なケア、リハビリテーションな

どのサービスを提供する施設
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※住所地特例：介護保険の被保険者が住所地特例対象施設に入所また
は入居した場合、その施設の所在地に住所を移した者については、例外
として施設入所（居）前の住所地の区市町村（保険者）が実施する被保険
者となる特例措置。
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●福祉用具貸与（レンタル）
　加齢や疾病などにより、身体機能が低下した

場合には歩行器や車椅子などが必要になります。

介護保険では、ケアプランで必要とされている

福祉用具に限り1割（一定以上所得者の場合は

2割）負担でレンタルすることができます。担当

のケアマネジャーに相談して、福祉用具の利用

を検討しましょう。レンタル料金は、その他の

介護サービス提供費用と合算して計算されます。

●住宅改修*
　在宅で介護をする際に「バリアフリーにした

い」「段差を解消したい」「手すりをつけたい」と

いう要望が出てきたら、要介護者がより安全・

快適に生活できるよう住宅改修を検討しましょ

う。保険給付の対象となる住宅改修費の支給が

あり、利用が可能です。費用の限度額は20万円

で、自己負担は1割（一定以上所得者の場合は2

割）。費用を支払った後に、市区町村から費用の

9割が支給される、いわゆる償還払いが一般的

です。要介護度が3段階以上重くなった場合や

引っ越しした場合は、再度申請が可能です。

●特定福祉用具の購入
　直接肌に触れるシャワーチェアなど、レンタ

ルに不向きなものは購入する必要があります。

「特定福祉用具」に定められているものであれば、

1割負担で購入できます。費用の限度額は年10

万円（毎年4月１日から翌年3月31日まで）。年

内に利用可能ですが、翌年に繰り越しはできま

せん。10万円を超えた場合は、超えた額につい

ては全額自己負担となります。また、同じ種目

の用具の購入は認められませんが、用途や機能

が異なる場合や破損した場合には購入可能です。

改
修
例

住宅改修「手続きの流れ」

❶ケアマネジャーに相談

❷介護保険事前申請

❸施工業者に工事依頼

❺市区町村に支給申請

❹施工業者に支払い

住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類「住
宅改修が必要な理由書」をケアマネジャーに作成してもらう。

事前に市区町村に申請を行い、承認を受ける。

工務店などの事業者と打ち合わせ、住宅改修プラン
を作成し、工事を行う。

自治体によっては受領委任払制度もあるので、事前
に確認する。申請後、住宅改修費の給付。

浴室……手すりを設置する、脱衣所と浴室の段差を解消する
玄関……スロープを設けて段差をなくす
トイレ…立ち上がりを楽にするために、洋式に取り換える

・手すり　　　　　・スロープ　・歩行器

・歩行補助つえ　　・車いす　　・電動車いす

・車いす付属品　　・特殊寝台（介助用ベッド）

・特殊寝台付属品　・転落防止用介助バー

・床ずれ予防用具　・サイドテーブル

・体位変換器　　　・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト　　・自動排せつ処理装置

・腰掛け便座

・特殊尿器

・入浴補助用具

・簡易浴槽

・移動用リフト用つり具

＜レンタルできるもの＞

＜購入できるもの＞

〈改修例〉
〜 玄関 〜

*住宅改修費の支給方法…96ページ参照

手すり

スロープ

滑りにくい床材

生活環境を整えるサービス
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●介護のプロの役割
　介護を円滑に行うためには、介護のプロの力

が不可欠です。介護の現場では保健・医療・福

祉に関わる有資格者など多くの専門職が、チー

ムを組んで介護の仕事を担っています。ケアマ

ネジャー、保健師、訪問看護師、社会福祉士、ホー

ムヘルパー、介護福祉士、サービス提供責任者

など、介護が必要になったときにサポートして

くれる介護に関わる専門職の役割を紹介します。
作業療法士（OT）

ホームヘルパー（訪問介護員）

言語聴覚士（ST）

ケアマネジャー（介護支援専門員）

かかりつけ医

福祉住環境コーディネーター

保健師 訪問看護師

介護福祉士（ケアワーカー）

サービス提供責任者

社会福祉士（ソーシャルワーカー）

理学療法士（PT）

身体機能に障害を持つ人の残っ
ている能力を最大限に引き出
すのが、作業療法の目的です。
できるだけ自立した生活が営め
るように、「歯を磨く」「顔を洗
う」「靴を履く」など、日常生活
に必要な動作の訓練や、機能回
復の訓練などを行います。基
本的な動作の訓練や改善が行
われ、その後、手芸や粘土細工、
楽器演奏など、作業による機能
回復のためのサポートに移って
いくのが一般的です。

ホームヘルパーは、介護が必要
な高齢者や障害者の自宅、ある
いは福祉施設を訪問して、身体
介護サービスや家事援助サー
ビスを提供し、自立の手助けを
します。具体的には、食事、入浴、
排泄、着替えの介助などの身体
介護、炊事、洗濯、掃除、買い物
などの家事援助を行います。ま
た、要介護者やその家族に、介
護に関するアドバイスなどを
行い、解決の手助けをすること
も重要な仕事のひとつです。

言語聴覚士は、言語聴覚訓練の
エキスパートです。言語によるコ
ミュニケーションに障害のある人
に対応し、対処法を見出すため
にさまざまなテストや検査を実
施し、評価を行った上で、専門
的な知識に基づいた訓練や指導、
助言、そして機能回復のための
サポートを行います。また、嚥下

（えんげ）障害や食事の摂取に困
難が生じているなど、食べること
に関し問題を持つ人やその介護
する人に対して支援を行います。

ケアマネジャーは、要支援・要介護と認定された人が、適切な介護
サービスを利用できるように支援する専門家です。介護保険のサー
ビスの利用者や家族がどのような介護サービスを希望しているの
かを面接し、どのような介護サービスが必要かを査定（アセスメント）
して、サービス利用計画書（ケアプラン）を作成し、介護サービス事
業者や介護保険施設などと連絡・調整を行います。サービスの利
用開始後は、介護サービスが適切に提供されているかどうかを定期
的に評価（モニタリング）し、状況に合わせて再びアセスメントして、
サービス利用計画書の改善を行います。そのほか、要介護認定の
申請や更新、手続きの代行、市区町村から委託を受けての訪問調査、
施設入所希望者からの相談に応じるなど、さまざまな役割を担って
います。地域包括支援センターや市区町村の高齢福祉課などで紹
介を受けることができます。

身体・健康、その他の状態につ
いて、要介護者の普段の生活を
最もよく理解しているのが、内
科などのかかりつけ医です。か
かりつけ医は、病気や要介護の
程度を記録・管理し、必要に応
じて適切な病院へ紹介したり、
訪問診察や往診などを行いま
す。また、介護保険申請時には

『主治医意見書』に、在宅介護で
必要な配慮や介護の中身につ
いて記入するという重要な役
割を担っています。

介護が必要な人の生活改善や
自立支援を促し、住みやすい
住環境を提案する専門家です。
具体的には、相談者の自宅を
訪問して住環境を確認し、日常
生活に支障をきたす箇所を確
認。本人や家族の要望に応じ
ながら、設計やリフォームプラ
ン、福祉用具などの使用を提案
します。医療・福祉・保健・住
宅改修・福祉用具に関する幅広
い知識を持ち、各分野と連携す
る能力が求められます。

保健師は、健康関連の相談・指導などを行う
健康管理のスペシャリストです。介護施設では、
保健師が利用者の慢性疾患や持病などを把
握し、精神面でのケアを含めて健康管理を
行います。また、利用者が安心して健やかに
過ごせるよう施設全体の衛生管理、感染病対
策も重要な仕事です。また、看護介助業務な
どのほかに、遊びやゲームを通して利用者
の運動機能を維持させる役割もあります。

都道府県知事の指定を受け、全国に約 7千か所
ある訪問看護ステーションから病気や障害のあ
る人の自宅へ派遣される看護師のこと。医師の
指示による医療処置のほか、病状や療養生活を
看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づ
いたケアとアドバイスで在宅での療養生活が送
れるように支援します。なお、介護保険で訪問
看護を利用する場合は、「要支援 1〜 2」「要介
護1〜 5」の認定を受けることが前提となります。

介護福祉士は専門知識や技術
を持って、認知症や寝たきりの
高齢者、障害があるために日常
生活を営むことに支障がある
人たちに、直接的な援助を行い
ます。身体的、精神的自立を助
けるために、心身の状況に応じ
て、入浴、食事、排泄などの介
護を行います。また、本人や介
護者に対して、介護に関する指
導を行います。ケアワーカーと
も呼ばれ、直接的な介護を行う
中心的な役割を担っています。

ケアマネジャーとの連携・調
整、利用者、ホームヘルパーと
の調整を通して、質の高いサー
ビスの提供を目指す訪問介護
サービスの責任者。サービス
に伴う管理業務全般に携わり
ます。具体的には、利用者との
契約や適切な査定に基づいた
訪問介護計画書の作成、ホーム
ヘルパーの業務管理や指導・教
育、訪問介護事業における利用
者とホームヘルパーのとりま
とめを行います。

社会福祉士の仕事は、専門的な知識や技術
に支えられた相談援助です。身体や精神
に障害がある人や日常生活を営むことに支
障がある人々の相談にのり、必要な情報を
提供したり、福祉に関するアドバイスや指
導を行います。利用者の生活と権利を守り、
自立を支援するため、関係機関と連携して
連絡調整を行い、サポートの仲介をしなが
ら、福祉サービスを提案・調整していきます。

リハビリテーションの実践や援
助などを担当するのが、理学療
法士です。病気やけが、老化や
過度の運動などが原因で身体
機能に障害を持つ人に対し、最
新の技術と理論をもとに動作
改善のための指導を行います。
運動療法やマッサージによる治
療をはじめ、機能回復や身体機
能低下の予防を図り、日常生活
において自立できるように支援
するのが主な役割です。在宅支
援、施設支援を行います。

介護に関わる専門職
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●自治体が実施しているサービス
　介護保険で利用できるサービス以外に、自治

体が実施している高齢者向けの福祉・生活支援

サービスがあります。こうしたサービスを、介

護保険サービスと組み合わせることで、より充

実した介護を行うことができます。

　介護保険対象外サービスの内容は自治体に

よってさまざまで、サービスを利用するための

条件や利用料なども異なります。また、同じサー

ビス内容でも市区町村により名称に違いがあり

ます。住んでいる地域で行っているサービス内

容や情報については、市区町村の高齢者福祉課

や地域包括支援センターに問い合わせてみてく

ださい。

　多くの自治体で提供している代表的なサービ

ス内容例を紹介します。
※右記のサービスは、すべての自治体で提供しているものではありません。

●民間が実施しているサービス
　民間サービスを利用することで、介護の負担

を減らすことができます。非営利団体や有償ボ

ランティア団体、企業、社会福祉協議会（社協）が

運営しているシルバー人材センター、地域の互

助会などによるサービスの提供があります。こ

れらの情報については、自治体の担当窓口や地

域包括支援センターに問い合わせてください。

 家事代行サービス
　炊事、洗濯、掃除、買物、通院など、外出介助などを行う。介
護保険サービスでは受けられない日常生活での家事を代
行、援助。非営利団体のボランティアや清掃会社、警備会社、

家事代行サービス会社など数多くの企業が参入。

 配食サービス
　食事の支度が困難な人、65 歳以上のひとり暮らしをして
いる人、高齢者夫婦世帯を対象にしたサービス。調理済みの
食事を配食するとともに、安否の確認を行う。生協、コンビ

ニエンスチェーン店、弁当チェーン店などが行っている。

 有償移送サービス
　リフト付き専用車などで送迎を行う。日本民間救急グルー
プ、全国民間救急サービス事業者連合会などの介護移送サー
ビス、タクシー会社などが行っている移送サービスがある。

 訪問理美容サービス
　寝たきりなど、外出困難な高齢者を対象にした髪のカッ
トなどの理容・美容を自宅で受けるサービス。自治体が助

成券を交付する。

  寝具類など洗濯乾燥消毒サービス
　65 歳以上の寝たきりの高齢者やひとり暮らしの高齢者
を対象にしたサービス。寝具の衛生管理が困難で、衛生保
持が難しい場合に対応。寝具乾燥消毒車を自宅に配車して、

寝具の洗濯、乾燥、消毒を実施する。

 緊急通報システム
　65 歳以上のひとり暮らしをしている人を対象にしたサー
ビス。操作が簡単な緊急通報装置などを貸与。緊急通報シ
ステムを設置することで、急病や災害時に、近隣の協力員
や消防署に連絡する体制作りを行う。急に身体の具合が悪
くなった際にペンダントのボタンを押すと、消防指令セン
ターに通報。救急車や近所の協力員が駆けつけるといった

体制を作る。

 福祉電話設置
　福祉電話を設置することで、電話料金の一部助成などを

行う。電話相談センターが安否の確認を行う。

 家族介護教室
　65 歳以上の高齢者を在宅で介護している家族を対象にし
たサービス。介護に携わる家族が、介護に関する知識や技
術を取得するための介護者教室、講習会（寝たきり予防・

認知症予防・介護方法など）などを開催する。

＜介護保険対象外サービスの例＞
 配食サービス
　食事作りが困難な場合に、昼食や夕食を自宅に届ける。

 有償家事援助
　食事、洗濯、掃除、買い物、外出の介助、話し相手といっ

た日常的な家事援助サービスを提供する。

 外出支援サービス
　65 歳以上のひとり暮らしをしている人や高齢者世帯、障
害を持つ人、自立困難な人を対象にしたサービス。リフト
付きの移送用車両などを使って、自宅から病院や高齢者福

祉施設、デイサービスセンターなどへ移送サービスを行う。

 介護用品の支給
　寝たきりや認知症の 65 歳以上の高齢者を、在宅で介護し
ている人を対象にしたサービス。おむつや尿取りパットな
ど介護用品購入に要する経費の一部を補助する。紙おむつ
の費用を助成、紙おむつを支給、入院中に限り購入費の一

部を支給するなど、さまざまなサービスがある。

 福祉タクシー券の交付
　高齢者や歩行困難な障害者を対象にしたサービス。通院

などに利用する際に使える福祉タクシー券を交付する。
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●費用負担の公平化
　団塊の世代が75歳以上となる平成37（2025）

年以降は、医療や介護の需要がより増加するこ

とが見込まれます。高齢化が進むなか介護保険

制度を維持するために、費用負担の公平化など

の見直しが行われます。主な変更のなかで、私

たちの生活に大きく関わるものを紹介します。

　利用者負担は、所得にかかわらずこれまで一

律に介護サービス費の 1 割でしたが、一定以上

の所得がある場合には、平成27年8月よりサー

ビス費の 2 割を負担することになりました。対

象になるのは、65歳以上（第1号被保険者）で合

計所得金額※ 1 が 160 万円以上の人。また、単

身で年金収入のみの場合は、年収280万円以上

の人です。月々の利用者負担には上限があるの

で、2 割負担になった場合でもすべての負担が

2 倍になるわけではありません。上限を超えた

分は高額介護サービス費が支給されます。

　要介護・要支援認定を受けた人には、毎年 6

～ 7 月頃に市区町村から負担割合が記された

「負担割合証」が交付されます。この負担割合

証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護

サービスを利用するときには必ず 2 枚一緒に

サービス事業者や施設に提出しましょう。

平成27年度の主な改定内容
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利用者負担割合 　利用者負担には、前述のように上限が設定さ

れています。1か月に支払った合計額が負担の

上限を超えたときは、超えた分が払い戻されま

す。一般的な所得の人の場合は、負担の上限は

月額37,200円です。平成27年8月から「現役並

み所得者に相当する方がいる世帯の方」という

区分が新設され、とくに所得の高い世帯の人は、

負担の上限が 44,400 円に引き上げられました。

●特別養護老人ホームの重点化
　特別養護老人ホーム（特養）は、在宅での生活

※１ 合計所得金額：収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費
を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
※2 その他の合計所得金額：合計所得金額から、年金の雑所得を除いた
所得金額

高額介護サービス費の基準

現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方

世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

　　・老齢福祉年金を受給している方

　　・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の
　　  合計が年間80万円以下の方等

生活保護を受給している方等

区　　分 負担の上限（月額）

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の
　合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額
　を指します。

44,400 円（世帯）※〈新設〉

37,200 円（世帯）

24,600 円（世帯）

24,600 円（世帯）

15,000 円（個人）※

15,000 円（個人）

が困難な中重度の要介護者を支える施設として

の機能に重点化されます。特養に新規入所でき

るのは、平成27年4月から原則として要介護

度3以上の高齢者に限定されます。すでに入所

している場合は継続して入所可能です。なお、や

むを得ない事情がある場合（注）は、要介護1や要

介護2の人も特例的に入所することができます。

①認知症で、日常生活に支障がある症状・行動

や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活

が困難な状態

②知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支

障がある症状などが頻繁に見られる

③深刻な虐待が疑われることなどにより、心身

の安全・安心の確保が困難な状態

④単身世帯、同居家族が高齢または病弱などの

理由で家族などの支援が期待できず、地域での

介護サービスや生活支援などの供給が不十分

厚生労働省 平成27年資料より

厚生労働省 平成27年資料より

65
歳
以
上
の
方

本人が市区町村
民税を課税され
ている場合

本人が市区町村民税を課税されていない場合
または、生活保護を受給されている場合

本人の合計所得
金額※1が
160万円以上

年金収入＋
その他の
合計所得金額※2 ＜

1人の場合　　　：　　280万円
2人以上いる場合：合計346万円

同一世帯に65 歳以上の方（本人含む）が

本人の合計所得金額※1

が160万円未満

下記
以外の
場合

2割負担

1割負担

1割負担

1割負担

（注）
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●介護保険制度の現状
　新たな社会保険制度として平成 12（2000）年

にスタートした介護保険制度。最初の10年間

は、日本における独自の取り組みとして、サー

ビス内容を広め利用を促す時期でした。そして、

介護保険の財源により、多くの人が要介護状態

にならないよう介護予防も重視するという取り

組みを行ってきました。しかし、世界に例を見

ないほどの高齢化が進むなか、介護保険制度を

利用する人が非常に多くなり、その結果、財政

的にたいへん厳しい局面を迎えています。高齢

化は今後もさらに進み、介護保険の財政支出は

ますます膨らむことが予想されます。

　介護保険制度は 3 年ごとに見直しが行われま

す。今回の見直しによる変更は、平成27 年4月

から段階的に実施されていますが、一部には利

用者負担が増えたものもあります。

　次回の見直しは平成30年度の予定です。財

政的に厳しいなかで今後も介護保険制度を維持

していくためには、利用条件がやや厳しくなる

ことも予想されます。サービスを利用していく

うえで、今後の変更内容には注意が必要です。

●介護保険サービスの動向
　介護保険サービスの利用者負担額は従来一律

1割でしたが、今後は所得に応じて負担するこ

とになります。一定以上所得がある65歳以上

の方は、介護保険サービスの負担割合が2割に

変わります。逆に低所得の高齢者の方に対して

は、保険料の軽減が拡充されます。

　次の見直しでは、介護保険制度の中でのホー

ムヘルプサービスの利用に対する制限について

注目されています。世帯主が65歳以上の単独

世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加しています

が、こうした世帯では買い物や部屋の清掃など

今後の介護保険制度を考える
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のホームヘルプサービスによって生活が成り立

っています。介護保険制度でこのサービスを担

うことがむずかしいのであれば、今後の課題と

して各自治体で協議することが必要です。今後

これらの動向にも注目していく必要があります。

●注目される地域住民の活力と支援
　介護予防事業の一部が地方自治体に移るな

ど、制度の見直しが行われています。「要支援」

の部分は地域間格差がありますが、地域のマン

パワーやボランティアを活用することが期待さ

れています。つまり、地域住民の活力をどのよ

うに生かすかについて、地域の住民自身が考え、

立ち上がる時期を迎えているのです。

　今後は地域が持つマンパワーやリソースを再

認識し、高齢者の生活を成り立たせる支援者と

して活用していくことが必要になります。とく

に注目されているのは、元気な高齢者を増やし、

その力を活用することです。そのためには、多

くの高齢者が要介護状態にならないよう、積極

的に介護予防を行う取り組みが非常に重要です。

　元気な高齢者を増やすためには、“介護予
防の3つの柱”が基本になります。この3つ
をうまく機能させていくことが、高齢者の
健康を保ち、長寿のための基本となります。

❶栄養……3 度の食事をしっかりとり、肉・魚・
卵・大豆などのたんぱく質もバランスよく取
り入れて、筋肉を弱らせないことを心がけます。

❷身体活動……運動教室への参加や散歩など、
体をしっかりと動かし、できるだけ外に出て
活動することが大切です。また、高齢者の集
まりなどにも積極的に参加し、仲間をつくり、
そこに行きたくなるような場所を見つけるこ
とも大いに役立ちます。

❸社会参加……高齢者自身が何らかの役割を
担い、やりたいと思うことを無理のないなか
で行うことも大切です。自らが参加する自覚
を持ち社会参加することは、生きていく力を
自分自身で身につけることにつながります。

【介護予防の3つの柱】
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　遠く離れて暮らす親の介護が必要になったと

き、子どもにできることは、頻繁に電話をして話

し相手になったり、元気に暮らしているかどう

か安否確認をしたり、コミュニケーションを密

にして、親の健康状態に注意を払うことです。

　ただ、親の要介護度が進んだときには、食事介

助やトイレ介助などの身体介護を誰がどのよう

に担っていくのかという問題が生じてきます。

　考えられるのは介護のために子どもが親元に

戻るか、親を呼び寄せるという2つの方法です。

　総務省の平成24年就業構造基本調査では、過

去5年間（平成19年10月～24年9月）に介護・

看護のため前職を離職した者は 48 万 7 千人。

このうち、女性は38万9千人で約8割を占めて

います。親の介護に直面する世代は、40 代～

50代の働き盛りが中心です。離職すると収入

は激減する、あるいは無収入となってしまいま

す。一度離職してしまうと再就職は難しく、困

難を伴います。また、親の介護を巡って離婚し

たり、家族がバラバラに暮らすことになる場合

もあります。親の介護が負担となり、介護者で

ある子どもの家庭や将来設計にまで影響を及ぼ

してしまうことは大きな問題です。

　子どもの住むところに親を呼び寄せる場合で

は、住み慣れた地域を離れることによる親への

負担は大きくなります。認知症の場合には環境

が変わることで症状が進む恐れがあります。

　親子、兄弟、夫婦で、介護負担について事前に

話し合うことが重要です。公的介護サービスを

活用して、親子それぞれの現在の生活を維持で

きる方法を探すことや、入居可能な施設の情報

を入手することが必要です。いざという時に備

えて、お互いに大きな負担がかからないよう、遠

距離介護の準備を万全にしておきましょう。

コラム 遠距離介護

家庭での介護

第 3 章

・起き上がりと移動の介助

・食事の介助

・排泄の介助

・入浴の介助

・身体の清潔のための介助
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46

50

 57 

60
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❶
顔を寝返りする方向に向ける。

❸
膝の内側を右

手で向こう側

に押しながら

膝を立てる。

❹
曲げた足の太ももの外側に左手を、膝の内側に

右手を当てて、腰に近いところから膝の方向に

向かってなでるようにして、骨盤を回転させる。
※膝を立てた方の足の裏はしっかりとマットレスにつけること。

❺
回転し始めたら、倒れないように左手を骨盤

に添えて押さえる。

❷
両手は寝返りする方向の顔の

横に持ってくる。

●寝返りの介助 ―― 仰向けから横向きに 第
3
章

家
庭
で
の
介
護 

● 

起
き
上
が
り
と
移
動
の
介
助

　寝返りや起き上がり、ベッドから車イスへの移乗など、「移動」は、日常のさまざまな場面で必要とな

る介助です。力任せに動かそうとすると、介助する人が腰を痛める原因にもなってしまいます。無

理な力を使わず、介護をする人にとっても介護をされる人にとっても安心で楽な方法を覚えましょう。

【2 時間に1回を目安に】
寝返りの介助は、床ずれを防止するためにもと
ても大切です。できれば2時間に1回を目安に、
こまめに体の向きを変えるようにしましょう。

【本人に動作を説明し、協力してもらう】
介助をされる人にも、始めようとする動作を説
明し、協力してもらうとスムーズになり、お互い
楽に動くことができます。

●起きて座ることの意味
　人にとって「起きる」ということは非常に重要

な意味を持っています。まず、「起きて座る」こ

とは「食べる」「歩く」といった日常生活の基本と

なる行動です。起きて髪をとかす、座って食事

をとるなど、自分でできることを自分で行える

ことは、自信の回復や生きる意欲にもつながり

ます。また、起きて座ることは、意識を覚醒させ

るため、脳の活性化にもつながります。

　さらに、起きるということは、重力に逆らって

姿勢を保つ筋力を使います。寝たきりになって

しまうと、この筋力が衰え、骨の弱化、換気障害

なども起こしやすくなります。体の一部にずっ

と重みが加わることによって褥瘡（床ずれ）の原

因にもなります。生活にメリハリとリズムをつ

けるためにも、少しでも起きて過ごす時間を増

やすような介助を行いましょう。

じょくそう

起き上がりと移動の介助
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❶
横向きになってもらう。

（36～37ページ参照）

❸
足の間に左足を入れる。次に右手を相手の首の

下に入れて背中を支える。左手を骨盤に当て、

ベッドに軽く押しつける。

❹
左手で骨盤を支える。

介助される人は右手を

ベッドに押しつけるよ

うにする。

❺
右から左に体重移動し

て、骨盤を向こう側に

倒すようにする。介護

される人の上体が自然

に上がってくる。

❷
右手で骨盤をベッドに

押し付けて、左手で片

足ずつ抱えてベッドか

ら下ろす。

 介助用ベッドを使用しない場合

起き上がりの介助は腰痛の原因になりがちです。腰痛を防ぐコツと注意点を紹介します。
●足を広げて、重心を低くする。
●腕の力や背筋の一部ではなく、全身の大きな筋肉を使う。力で動かそうとするのではなく、てこの
　原理を利用したり、体重移動で動かす。
●水平移動、平行移動を心掛け、体を変な方向にねじらないようにする。

【腰を痛めないコツと注意点】
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❶
横向きになってもらう。

（36～37ページ参照）

❷
ベッドの背上げ機能を

利用して背を上げる。

❸
介護される人は、介助

バーをつかみ、一方の

手や肘でベッドを押す

ようにして起き上がる。

介助する人は必要に応

じて手助けをする。

●起き上がりの介助
　生活の質を保つためには、できるだけ離床時間を作ることが大切

です。近年は、介助する人が腰を痛めぬよう、高さの調整機能、背上

げ機能があるベッドを利用することも多くなっています。自身で動

ける場合はできるだけ自分の力で起き上がってもらうようにして、

介助者は最低限の手助けをするようにします。

 介助用ベッドを使用する場合

【動作と動作の変わり目には声がけを！】
「移動」は一気にしようとすると転倒などの恐れ
があります。動作と動作の変わり目では必ず動き
を止め、安定してから次の動作に移るようにしま
しょう。次の動作を言葉で伝えることも大切です。

【座ることは自立した生活への第一歩】
移動が楽にできるようになれば、ベッドで寝たま
ま過ごす時間が短くなり、生活の行動範囲も広
がります。座ることによって大脳が刺激され、表
情が生き生きとしてくることもあります。
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これから行う動作について、
言葉で伝えることも大切！

動作と動作の間は、
必ず一回止まってから！

力任せにしない！
身体の自然な動きを考えよう。

3

2

1

❹
本人ができなければ、後

ろから骨盤を持って移動

を介助する。または、前

から膝を押さえて移動を

介助する方法もある。

❺
ボードを抜く前に姿勢を直す。

ボードを立てるようにして引き抜く。

これがコツ！

持ち上げなければ移動が難
しくなった場合、リフトを利
用する方法もあり、介護者の
腰痛防止にもなります。リフ
トにはベッド固定形、レール
走行形、床走行形などがあり、
目的、要介護者・介護者の状
態、部屋の状況、費用などを
考慮して選ぶことが大切です。

【リフトで移動する福祉用具も上手に利用しよう】

床走行形

ベッド固定形
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❶
ベッドを車イスより

も30～50センチ高

くし、ベッドに座っ

てもらう。この時、

足の裏がしっかり床

についているか確認。

車イスのアームバー

は外しておく。

❷
体を前に傾け、片方に体

重をかけ、お尻を浮かせ

る。その隙間にトランス

ファーボードを差し込む。

❸
骨盤を前傾させ、進行方

向に体重を移動させる。

●ベッドから車イスに移乗する
　ベッドから車イスに移動する場合、少しでも自分で動ける場合はトランスファーボードの使用が

おすすめです。全介助の場合はスライディングシートを使う方法もあります。

 トランスファーボードを使った移乗

車イスから立たせよう
として後ろに引っ張る

ベッドから起き上がらせようと
して腕を引っ張る

脱臼や皮下出血の
原因になります。

頭は重いので脱臼の
恐れがあります。
また、介護者の腰痛の原因にも。

これはやっちゃダメ！

第
3
章

家
庭
で
の
介
護 

● 

起
き
上
が
り
と
移
動
の
介
助



46 47

●食べる環境を整える
　生活にメリハリをつけるためにも、食事は

ベッドから離れ、テーブルで食べるようにした

いもの。また、おいしく、楽しく食べるには姿勢

も大切です。そのためにはテーブルやイス、食

事の道具など、食べるための環境を整えること

が重要です。そのポイントを紹介しましょう。

 食事をするときの姿勢

【注意したいポイント】
・寝たままでの食事は、誤

ご え ん

嚥の危険性あり！
  できるだけ上体を起こすように。

・食器は手の届くところに置きましょう。
・テーブルに置かれた食器と口との距離が
  遠い場合は、食器の下に台を置きましょう。

・こぼしやすい場合には、ナプキンやタオルを。

【介護用の食器、道具をうまく活用しよう】
食事は使い慣れた食器、道具を使えれば良いの
ですが、つかみにくい、使いにくいなど、食べる
ことがめんどうになってしまっては本末転倒。
柄や色がきれいなものも増えていますので、介
護用の食器、道具を上手に取り入れましょう。

　食べるのが遅かったり、手が震えてこぼした
りしているのを見ると、つい、食べさせてあげ
たくなってしまうもの。でも、自分でできること
は自分でしたほうが本人の機能維持にも役立
ちます。自分のペースで食べられるよう、見守
ることが大切です。

これはやっちゃダメ！

・イスと背もたれの間にクッションなどを入れ、身体を安定させる
・姿勢は、イスの背にもたれず、少し前かがみが良い
※イスの背にもたれて食べると、食べ物が気管に入りやすくなるので注意

・テーブルは、座っ
たときに肘をつけら
れる高さに調節する

・イスが高く、足が床に
届かない場合は、雑誌や
新聞などを重ねて置き、
その上に足を置くよう
にすると安定する
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●気をつけたい「低栄養」と「過栄養」
　高齢者の食事管理で、注意するポイントのひ

とつは「低栄養」です。低栄養とは身体に必要な

エネルギーやタンパク質などが不足している状

態のこと。飲み込めない、また偏食や食欲不振

などにより食べる量が減ること、あっさりした

食事が中心で、肉や卵、脂分が十分に摂取できて

いないことなどによって起こる恐れがあります。

　そしてもうひとつ注意したいのは「過栄養」で

す。加齢によりどうしてもエネルギー代謝は落

ちます。過栄養は、肥満、脳卒中、心疾患を引き

起こす要因にもなります。量よりも質を考えて、

バランスの良い栄養を摂取することが大切です。

□最近、急に体重が減ってきた
□食事がおいしいと感じない
□食事はあっさりしたものが中心で、
　卵、肉はあまり食べない
□脂っぽいもの、揚げ物は
　あまり食べない
□お菓子ばかり食べて、
　ちゃんと食事をしていない
□お酒とおつまみで食事を終えている
□食事は好きなものばかり食べている
□歯や歯茎が痛くて食べられない

□低栄養かどうかをチェック！

　「食べること」は栄養をしっかりとることも目的ですが、生きるうえでの大きな楽しみのひと

つでもあります。加齢とともに噛
か

む力や飲み込む力は低下しがちですが、食材選びや調理法に

よって、楽しくおいしく食べられる工夫を心がけましょう。

食事の介助
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●食事中の事故への対応
　食事中、急に元気がなくなって息が荒くなっ

た、何を聞いても答えない、けわしい表情をして

いる、咳
せき

が止まらない…などの状態が見られた

ら誤嚥の可能性があります。その場合は次のよ

うに対処しましょう。

・口を下に向ける。

・口を大きく開き、咳や痰
たん

と一緒に吐き出すよ

　うに促す。咳やむせを我慢させない。タオル

　やティッシュを渡して、咳や痰を吐くのを遠

　慮しなくて良いようにするという配慮も。

・大きな咳払いを数回するように促す。

●調理の工夫
　飲み込む機能が低下している場合、選ぶ食材

や調理法を工夫することによって、食べやすく

することができます。

　ただし、食べることは楽しみのひとつ。例え

ば、魚であれば、魚の形のままお皿にのせ、本人

に食べやすい大きさを確かめながら、本人の前

で切り分けるようにすることも一案です。

【嚥
え ん げ

下障害のある人が食べにくいもの】
・ベタベタと粘り気のあるもの
　例）もち、団子 など
・水分がなくてパサパサとしたもの
　例）パン、クッキー、ゆでたまご、のり など
・固くて噛み切りにくいもの
　例）タコ、イカ、厚切りの肉、ゴボウ、寒天 など

【嚥下障害のある人が食べやすいもの】
・のどごしがよいもの
　例）ゼリー、プリン、卵豆腐、茶碗蒸し など
・とろみのあるもの
　例）おかゆ、カレー、シチュー など
・口の中で、バラバラになりにくいもの
　例）うどん
・適度な水分、油分が含まれているもの

　飲み込みにくい症状のほか、「むせやすい」「口の中が乾いて
いる場合」など、その人の状態によって食べやすいもの、食べ
にくいものがあります。避けたほうがよいものを挙げましょう。
◎むせやすいとき
　酢の物、麺類（すすって食べるのでむせやすい）
　細かくきざんだもの
◎口の中が乾いているとき
　パン、クッキー、ゆでたまご など
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●誤
ご え ん

嚥を防ぐ
　食事の介助でとくに気をつけたいのは「誤嚥」

です。「誤嚥」は飲み込んだ食べ物が、食道では

なく、気管に入ってしまうこと。肺炎や窒息の

原因にもなりかねません。注意するポイントを

紹介しましょう。

●嚥
え ん げ

下体操
　食事の前に、飲み込みを良くするために、舌や

口、首や頭を動かすことも効果があります。

❺
最後に唾をゴ

クンと飲み込

んでみる。

❹
顔をゆっくり

左右に向ける。

3 回繰り返す。
参考 :『今スグ役立つ！よくわかる！家庭の介護ハンドブック』（鎌田ケイ子監修、新星出版社）
http://www.minamitohoku.or.jp/up/news/konnichiwa/200902/clinic.htm

❸
首をゆっくり

左右に曲げる。

3 回繰り返す。

❷
舌で、左右の口角をさわるように

する。これも3回ぐらい繰り返す。

❶
舌を出したり、引っ込めたりする。

それを3回ぐらい繰り返す。

ゆっくり噛
か

んで食べるようにする。噛む力
が落ちている場合、食材を細かくきざむ、す
りつぶした状態にするなどの工夫をする。

水のようにサラサラとしたものは誤嚥しや
すい。食べ物にとろみをつける、すぐに飲み
込まないで、一度、口の中にためてから飲み
込むようにする。

食べたものが逆流する場合もある。食後1
～2時間は上体を起こした姿勢にする。

【誤
ご え ん

嚥を防ぐためのポイント】

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3
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●負担を軽減するために環境を整備する
 トイレまで行きやすいようにする環境整備
　自力歩行ができる、車イスや介助があればト

イレまで行ける、という場合は、トイレまで行き

やすくするための環境を整えましょう。下図に

示すような点がポイントです。

 トイレ内の環境整備
　トイレの中で、立ったり、座ったりしやすいよ

うにすることが大切です。例えば下図に示すよ

うな点に気をつけましょう。

ドアノブを開けやすいものにする

手すりをつける

障害物を置かない

照明を明るくする

便座は、腰掛けられる
洋式に

・立つとき、座るときに、つかまれる手すりをつける
・片マヒがある場合、利き手側に手すりをつける

・改修が可能であれば、介助者が横から
　近づける空間をつくる
・車イスで移動する場合は、十分な空間
　がとれるよう、　専門家とよく相談する
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●トイレ介助のポイントとは？
　「排泄」はデリケートな問題です。トイレまで

自力で行ける、また排泄の機能が正常で、トイレ

まで歩行や車イスによって移動が可能な場合は、

できるだけトイレで排泄が行えるようにします。

そのためには、トイレの環境を整え、トイレまで

行きやすいようにすることを考えましょう。

　一方、身体が不自由でベッドから動くことが

できない、排泄障害がある、という場合は、排泄

用具を適切に選び、使用することを考えます。

　排泄障害とは、排便、排尿に関して、何らかの問題がある症状を言い

ます。具体的には「尿失禁」「便秘」「下痢」などの症状が挙げられます。

　「尿失禁」は加齢によって尿道を締める筋肉が弱まり、くしゃみやお腹に力を入れることで尿漏れを

起こしてしまう、尿意が大脳に伝わらずに漏れてしまう…などがあります。また「下痢」は神経性のも

の、アレルギー性のもの、細菌によるものなど、さまざまな原因が考えられます。原因によって適切な

対応が必要です。「便秘」も加齢により腸の働き、腹筋などが弱くなることによって起きやすくなります。

また、食事や水分あるいは運動が少ないことでも起きやすくなります。

排泄障害とは？

　排泄の介助は、介護する人にとっても、介護される人にとっても精神的、肉体的に大きな負担

になりがちなケアです。介護される人の尊厳を保ちつつ、介護する人の負担を軽減するためにも、

適切な介助のポイントを押さえておきましょう。

排泄の介助
第
3
章

家
庭
で
の
介
護 

● 

排
泄
の
介
助



52 53

 ベッド上で排泄する場合

❶
腰のあたりに防水布を敷き、肛

門の中央にくるように差し込

み便器をあてがう。腰を浮か

せることができない場合は、本

人に横向きになってもらい、便

器をあてて、仰向けになっても

らう。

❷
女性の場合は、尿が飛び散らな

いように、トイレットペーパー

を股の間に挟んでおく。あら

かじめ便器の中に2、3枚、トイ

レットペーパーを入れておく

と後始末がしやすい。

❸
排便が終わったら陰部の洗浄

をする。便器をとるときは、腰

を浮かせることができる場合

は、声がけをして腰を上げても

らう。上げられない場合は、本

人の膝を片方の手で手前に倒

すようにして横に向ける。こ

のとき、便器のふちをもう片方

に手で押さえるようにすると、

排泄物がこぼれない。

・陰部の洗浄は手際よく。尿でおむつが汚れた場合、
  汚れたおむつの上でシャワーボトルにお湯を入れ
  て陰部を洗い流す。

・便の場合は、ぬれティッシュで便を拭き取り、
  新しいパッドを引いてから洗浄すると良い。

ここが
ポイント
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●排泄用具を使う
 ポータブルトイレを使用する場合
　ベッドから起き上がることはできるけれど、

トイレまで行くことが難しい場合は、ポータブ

ルトイレをベッドサイドなどに用意し、使用す

るとよいでしょう。

・自分に寄りかかってもらい、抱きかかえるよ

うにして、便座の中央に座らせる。

・ひとりで排泄ができる場合は、便座に身体が

安定して座っているのを確認したら、カーテン

や衝
ついたて

立などで囲い、排泄中はプライバシーが守

れるようにする。排泄が終わったら声をかけて

もらうようにする。

・ひとりでズボンや下着を下ろせない場合、自

分に寄りかかってもらい、おろしてあげる。あ

るいは、壁や手すりにつかまって立ってもらい、

後ろから脱がせてあげる。
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 パンツタイプのおむつ交換

❹
お尻の側のおむつを先に上げて、その後、前側を

上げる。

❸
介助する人は、片方の手で相手の腰を支え、もう

一方の手で相手の膝を押して立たせる。

❶
向かい合わせに座り、おむつを太ももの付け根

あたりまで上げる。

❷
介助される人は、両腕を介助する人の片方の肩

にのせて、身体を前に傾ける。
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●おむつの交換
　まったく動けない、尿意がない、尿もれの量

が多いなどの場合は、おむつの使用を考えます。

使用する人の状態、尿の量、使用する時間帯、ベッ

ドで過ごす時間の長さ、介助する人の負担など

を考えて選びます。

 おむつの種類
・テープ式おむつ
寝たきり、あるいは介助があれ
ば起き上がれる人の場合。

・パンツタイプおむつ
介助があれば座れるが、昼間の
排泄は主におむつでするとい
う人の場合に使用する。中に
パッドを重ねるとよい。
介助があれば立てる、トイレま
で行ける、ポータブルトイレで
排泄ができるという人の場合
も、パンツタイプのおむつを単
体で使用する。心配な場合は、
尿取りパッドを併用する。

・軽失禁パッド
尿もれはあるが、量が少ない人
の場合に使用する。

排泄介助を受ける人は、恥ずかし

い気持ち、申し訳ない気持ちを

持っていることが多いもの。おむ

つ交換のときは、腰のあたりをバスタオルで

覆うなどの配慮を。そして、作業は手早くす

ることが基本です。

ここが
ポイント

【ニオイが気になるとき】
・汚物は、確認したら手早く処理する。
　部屋の換気も忘れずに。

・差し込み便器、尿器、ポータブルトイレなどに、
　あらかじめニオイを防ぐ薬剤などを入れてお
　く。また、時間をおくとニオイがとれなくなる
　ので、こまめに洗浄する。

・使用済みのおむつは、小さく丸め、テープで止
　めてから処理する。フタ付きの容器を使用す
　るなどしてニオイを防ぐ。

・消臭剤、脱臭剤などを活用する。

テープ式おむつ

パンツタイプおむつ
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●安全な環境づくり

　入浴は身体を清潔に保つだけでなく、血行を良くしリラックス効果もあるため、介護される人

にとっては楽しみのひとつです。しかし、急激な温度変化が身体に負担をかけたり、浴室内での

転倒は大きなケガにつながる恐れもあります。つねに安全を保つよう、十分に配慮しましょう。

急激な温度変化は心
臓に負担がかかるの
で、脱衣所は 22 ～
25度ぐらいに保つ

衣服の着脱の際、イスなどを用意
して、座ってできるようにする

落ちた水滴で転倒することもあるの
で、すべり止めマットを敷いておく

洗い場にはすべり止めマットを敷く。足を降
ろしたときにヒヤッとした冷たさを感じると
心臓に負担がかかることもあるので注意

浴槽の高さは40センチ
ぐらいが出入りしやす
い。深さは 50 ～ 55 セ
ンチぐらいがよい

できれば、要所に
手すりをつける

浴槽の上に、バスボード
を渡すと、そこに座って
入ることができる

浴槽と同じぐらいの高さのシャワー
チェアがあると、出入りが楽にできる

 脱衣所  洗い場と浴槽

入浴の介助
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 テープ式おむつの交換

❸
おむつの前側を縦に半分に折

り、太ももの間から通し、おへ

その方へと引っ張る。

❶
介助される人に

横向きになって

もらう。

❹
介助される人に仰向けになっ

てもらい、前側のギャザー部分

を脚のつけ根に沿わせるよう

にあてる。

❺
上のテープは下の方向に向け、

下のテープは上の方向へ向く

ように止める。

❷
おむつの中心線

と背骨の位置を

合わせて、おむ

つを当てる。
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●湯船に入れないときは、シャワー浴、足浴も
 シャワー浴　浴槽に入れない場合や浴槽に入

ると体力を消耗する場合など。

 足浴　お風呂まで行けない、入浴できない場合、

ベッドサイドでもできる。

❷
バスボードに腰を移す。

介助する人は腰を支え、腰を回転させながら、

片足ずつ湯船の中に入れる。

❸
手すりにつかまりながら、

湯船の中に腰を降ろしてもらう。

❶バケツ、または洗面器に
　お湯を張る。

❷防水マットかタオルを敷
　き、その上にお湯を張っ
　たバケツ・洗面器を置く。

❸足を入れてもらう。

❶シャワーイスに座っても
　らう。お湯を張ったバケ
　ツを用意し、足を入れて
　もらう。

❷肩、腰にタオルをかける。

❸シャワーのお湯は、手足
　にかけてから胴体へ。石
　けんで洗う場合、手が届
　く範囲は本人に、届かな
　い部分は介助する。

出るときは逆の動作で。マヒした側を先に出すこと
になるので、介助する人は気をつける。!
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●浴槽に入るときの介助

❶
浴槽の横に、シャワーチェアを置いて座っても

らう。片マヒがある場合、マヒのない側から入っ

てもらうようにする。

ここが
ポイント

【入浴をする前に気をつけること】
・体調の確認（体温、脈拍、血圧、顔色、呼吸数な 
  どをチェック。心配な点がある場合は、取り
  やめる判断も大切）。

・食前・食後の１時間は避ける。

・お湯の温度を確認する。適温は40度ぐらい。
  心臓病、高血圧がある場合は40度以下に。

・入浴は体力を消耗するので、
  入浴時間は10〜15分程度に。

・すべり止めマットを敷くなどして
  転倒しないように気をつける。

・浴室はあらかじめ浴槽のフタを開けておく。

・温水のシャワーを流すなどして、浴室を前もって温めておく。

・バスボードには、あらかじめお湯をかけておくとヒヤッとしないですむ。

・浴槽内は浮力があるので、姿勢が不安定になる恐れがある。
　頭が後ろにいくとバランスが崩れるので、足の裏を浴槽
　の壁に当ててもらう。また、両手で風呂のふちを持ち、
　前かがみの姿勢になってもらうと安定する。
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❶ケープをかけたり、
　タオルなどで肩から
　下を覆う。

❷蒸しタオルを 1 本用
　意し、頭部を覆う。

❸ 1～2分蒸した後、ドライシャンプーを髪に
　つけ、頭皮をマッサージするように洗う。

❹蒸しタオルでシャンプーを拭き取る。これを
　何度か繰り返す（頭部を蒸しタオルで蒸すの
　は最初だけで OK）。
❺最後に、乾いたタオルでよく拭き取る。

❻ブラシで整髪する。

●洗髪（ドライシャンプー） ●全身を拭く〜清
せ い し き

拭〜
❶室温は22～24度ぐらいにしておく。拭き始
　める前に、熱い蒸しタオルで身体を包み、温め
　る。タオルの温度は43度ぐらいが適温。
❷仰向けになってもらい、顔→両腕→首～胸～
　腹→両足の順に拭いていく。手は指先から心
　臓に向かって拭く。指の間、脇の下も忘れず
　に。お腹は強く押さえず、下腹部は「の」の字
　を書くように拭く。

❸横向きになってもらい、背中→腰→臀
で ん ぶ

部を拭
　く。背中は円を描くように、下から上に向かっ
　て拭く。臀部は、外側から円を描くように内
　側に向かって拭いていく。背中、腰、臀部は褥

じょく

　瘡
そ う

 （床ずれ）ができやすいので、マッサージも
　兼ねて拭くように心がけると良い。

❹もう一度、仰向けになってもらい、足のかかと
　→下腿部→太もも→陰部を拭く。膝の後ろは
　汚れやすいのでていねいに拭く。

❺最後に乾いたタオルで水分を拭き取る。

※拭いている部分以外は寒くないよう、また羞恥心を感じさ
　せないよう、タオルで覆っておくとよい。

ベッドから移動できない場合の洗髪は、
用意する道具も多く大変です。通常は、
入浴サービスのときに行うのが良いで
しょう。家族が洗髪を行う場合は、お湯
で流す必要のないドライシャンプーが手
軽でおすすめです。

!
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●洗顔（ベッドから起きることができない場合）

❶目頭から目尻に向かって拭く。

❷額と頬
ほお

を顔の内側から外側に向かって拭く。

❸鼻は上から下に向かって拭く。鼻のわきも内
　側から外側に向かって拭き取るように。

❹口のまわりを円を描くように拭く。

※仕上げに熱めの蒸しタオルを当てるとさっぱ
　りする。

　洗髪や洗顔、着替えなど、身体を清潔に保つための介助は、衛生面から考えて大切なケアであ

るだけでなく、介護される人にとって、さっぱりとした気持ちで心地よく過ごすためにも、とて

も大切なケアです。コツを覚えて、できるだけこまめなケアを心がけたいものです。

【蒸しタオルの作り方】
タオルを水でぬらして軽く絞ってからポリ袋
に入れて電子レンジで加熱（加熱時間の目安
はハンドタオル１本で500wで30 秒ほど）。
相手の身体に当てる前に、必ず自分の手に当
てて熱さを確かめましょう。

※しわとしわの間、耳、あごの下も忘れずに。
※耳の中もときどき掃除を。綿棒に植物油をつけて
　掃除をすると耳垢がやわらかくなり、掃除しやすい。

!

❷

❸

❹
❶

身体の清潔のための介助
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❶
介助する人が立つ側と反対側の転

落防止柵を立てる。介助される人

には、介助する人と反対側のベッ

ドの端に移動してもらう。

❷
ベッドの手前側から、古いシーツ

をはずし、扇子折りにして介助さ

れる人の下に入れていく。

❸
シーツをはがしたマット

レスを掃除したら、その

上に、新しいシーツを広

げ、マットレスと角を合

わせて、マットレスを包

み込む。反対側の端は古

いシーツの下に入れ込む。

❹
手前の転落防止柵を上げてか

ら、介助される人に新しいシー

ツの上に移動してもらう。古

いシーツをはずし、マットレス

を掃除してから、新しいシーツ

を広げ、同じように角を合わせ

てマットレスを包み込む。

●介助される人が寝た状態でのシーツ交換

・新しいシーツが敷けたら各コーナー部分を持ち、対角線の方向に引っ張るようにすると
　しわが伸びます（シーツは角にゴムが入ったものを利用すると簡単です）。

・マットレスの掃除は、ガムテープを使うとほこりを立てずにゴミを取ることができます。

・介助する人が腰を痛めないように、ベッドの高さを調整してから作業すると良いでしょう。

ここが
ポイント
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●口腔ケア
　口の中は雑菌が繁殖しやすい環境なので、朝

と食後には、必ずケアを行いましょう。虫歯や

歯周病を防ぐことはもちろん、繁殖した菌を、食

物と一緒に、あるいは菌の多い唾液を誤
ご え ん

嚥して

肺炎を発症するのを防ぐ目的もあります。
 入れ歯の場合　毎食後外して、ブラシでしっか

り水洗いをする。歯磨き粉には研磨剤が入って

いるので使用しない。外すときは下から、装着

するときは上から先に入れる。

 寝たまま行う口腔ケア　片マヒがある場合、マ

ヒしている側に食べ物のカスが残っていること

があるので、割り箸にガーゼを巻いたものを用

意し拭き取るようにする。

 イスに座って行う口腔ケア　介護される人が

上向きになると、あごが上がり、誤嚥の恐れがあ

る。介護される人があごを引く姿勢になるよう

に、介助する人は立つ位置を調節する。
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 前あきのシャツを着る：寝たきりの場合

着替えは、マヒがあったり認知症だったりする場合、動作がゆっくりになりがちです。

つい手伝いたくなることもありますが、時間がかかっても、本人ができたり、やる気があ

れば、できるだけ本人にやってもらうことが基本です。ボタンを留めたりする動作はリ

ハビリにもなるので、必要以上に手伝わないことも大切です。

ここが
ポイント

❹
腕が通ったら、仰向け

になってもらい、ボタ

ンを留める。両脇の

下の部分を足の方向

に斜めに引っ張ると、

背中側に寄ったしわ

が伸びる。

❷
介助する人に背中を

向 け る 姿 勢 で 横 に

なってもらい、シャツ

の中心線と背骨を合

わせる。反対の身ご

ろを体の下に入れる。

❸
介助する人の側に顔

を向けてもらい、体の

下に押し込んだ部分

を引き出す。

❶と同じように、袖に

手を通す。

❶
袖
そで

を扇子折りにし、介

助する人の腕に通し

てから介助される人

と握手をするように

して袖を通し、肩まで

上げる。
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●着替え
 ズボンをはかせる：寝たきりの場合

❹
介助される人に足で

ベッドを踏み込んで

もらい、腰を浮かせる。

その間にズボンをお

尻の側から引き上げ

る。踏み込めない場

合は、ひざをくっつけ、

足のつま先の方に押

すと腰を浮かせるこ

とができる。

❷
片手でズボンのすそ

を、くるぶしの位置で

押さえ、もう片方の

手でズボンを足のつ

け根まで引き上げる。

反対側も同じように。

❸
ひざを立て、ハの字に

なるように両足を開

いてもらう。お尻の下

に手を入れ、ズボンの

後ろの中心線に沿っ

て、扇子折りにする。

❶
仰向けになってもら

い、扇子折りにしてお

いたズボンを足に通

す。片足ずつ、かかと

を支えて、ひざまでズ

ボンを上げる。

服を着替えることは生活にメリハリをつけるためにとても大切です。寝ている間にも人は
かなり汗をかくもの。着替えを行うことでベッド周りも清潔に保つことができます。なお、
片マヒがある場合は、マヒのある側から着て、マヒのない側から脱ぐのが原則。マヒのな
い側がズボンやシャツなどに通っていない方が、動きが制限されにくいためです。

座れる人の場合は51ページで紹介した「パンツタイプのおむつ
交換」と同じ要領でズボンをはかせる。!
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コラム 老老介護・認認介護

　日本では、配偶者の介護をする高齢者夫婦や、

年老いた子がより高齢の親を介護するというよ

うな高齢者が高齢者の介護を行うケースが増え

ています。65歳以上の要介護者を65歳以上の

人が介護している場合を、いわゆる「老老介護」

といいます。

　厚生労働省の「平成25年国民生活基礎調査」

によれば、老老介護は51.2% と介護全体の5割

を超えています。老老介護の増加は介護者と要

介護者がともに高齢化しているためです。主な

介護者は配偶者で、全体の約4分の1を占めて

います。介護の担い手が高齢の場合は、経済的、

肉体的な負担はもちろん、精神的にも大きなス

トレスを抱えてしまうことが多く、「生活の質」

の維持が心配されます。また、さまざまな事例

がある老老介護の中には、認知症の高齢者を介

護する高齢者自身が認知症になり、適切な介護

ができなくなる「認認介護」もあります。この場

合は、第三者による早急なケアが必要です。い

ずれにせよ、老老介護を続けるにはひとりで抱

え込まないことが大切です。介護者自身の健康

を守るためにも、周囲の人に頼ったり、身近な

公的機関を活用することが必要です。

　最近では、介護者や要介護者を支える在宅

サービスの整備も進んできています。介護で

困ったときは、地域包括支援センターに相談し

ましょう。常駐しているケアマネジャーや保健

師などの専門家から適切なアドバイスや支援策

を受けることができます。必要に応じて、レン

タル用品やデイサービスなどの介護サービスの

情報提供もあります。相談する際は、介護の悩

みや気づいたことなどを書いたメモを持参する

ことが大切。専門家の視点により、問題を解決

する方法が見つかる可能性が高くなります。

介護における
コミュニケーション

第 4 章

・介護におけるより良いコミュニケーションとは？

・介護を受ける人との接し方のポイント

・介護をする人自身が健康を損なわないように
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●長い人生経験で積み上げて
　きて得た充実感、到達感

●熟達した技術の獲得

●忍耐力、思慮深さ、寛容さ
　などを身につけている

●退職によって社会的な
　つながりがなくなること
　による孤独感

●子どもの自立、配偶者や友人
　との死別などによる喪失感

●経済的な不安感

●身体機能の衰えによる
　不安感、イライラなど

・喜怒哀楽の感じ方は穏やかになる傾向がある。その一
　方で、ひとつの感情にとらわれると、それが長引くこと
　もある。例えば、一度悲しいことがあると、ずっと嘆き
　続けたりする傾向も見られる。

・加齢により、怒りっぽかった人が穏やかな性格になっ
　たり、その逆の場合もある。本来持っている気質が基
　本にはなるが、周囲の人間関係、心身の変化などによる
　影響も大きい。

・今までできていたことができなくなることなどから、
　無気力になったり、前向きな気持ちが持てなかったり
　する。また、誰かに依存する気持ちが強くなることも
　ある。

・社会的な関係の喪失、体調不安、死に対する不安など
　から、落ち着きがなくなったり、ひどい場合には抑う
　つ状態に陥ることもある。また、人を疑ったり非難し
　たりする、攻撃的になる、わがままになるなどの行動
　が現れる場合もある。

●高齢者の一般的な心理背景

プ
ラ
ス
の
心
理
背
景

マ
イ
ナ
ス
の
心
理
背
景
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●介護される人の心理状態を理解しよう
　より良い介護を行うためには、介護される人、

介護する人、この両者間のコミュニケーション

が非常に大切なものになります。

　介護をされる人の心理状態を知っておくこと

はとても重要です。相手がどういう心理状態な

のかが理解できれば対応の方法もわかり、お互

いの関係を良好に保つことにつながります。

　一見わがままだと思えることも、介護される

ことへの申し訳ないという思いや家族に負担を

かけることへの罪悪感、今までできていたこと

ができないことへのいら立ちなどからくるもの

なのかも知れません。ここでは介護を受ける人

が一般的にどのような気持ちを持つことが多い

のかを紹介します。

　ただし、実際にはひとりひとりに個人差があ

りますので、紹介する心理状態が必ずしも当て

はまる訳ではありません。介護される人と介護

する人がよく話し合い、お互いの気持ちを知り、

思いやりを持って接することが大切です。

【介護を受ける人の心理状態】
・それまで、できていたことができなくなることに
　よるイライラ、焦り、不満などを抱えていること
　がある。

・自由にできていたことが人の手を借りないとでき
　なくなることによる欲求不満から、攻撃的になる
　場合もある。

・介護してもらうことに申し訳ないという罪悪感を
　持っていたり、負
　い目を感じていた
　りする場合もある。

・排泄や入浴などの
　介助を受ける場合、
　恥ずかしいという
　意識をもつ場合も
　ある。

介護におけるより良いコミュニケーションとは？
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明するだけでは伝わりにくいと思う場合、身ぶ

りや手ぶりを交える、文字で書いて示す、現物を

見せるなどの工夫も有効です。さらに、肩に手

を置く、手を握るなど、スキンシップも有効な場

合があります。このように相手の状態をよく観

察しながら、上手にコミュニケーションが取れ

るように工夫しましょう。できるだけリラック

スして話せるように静かな環境を整えることも

大切です。

❸「できることは本人にやってもらう」が基本
　介護というと、なんでもかんでもお世話をす

るものと思いがちですが、手を出し過ぎると、そ

の人の機能低下を招くことにもなりかねません。

「できることは本人にやってもらう」のが基本で

す。そのためには、衰えた機能ばかりに目を向

けるのではなく、その人ができることは何かを

見つけて、その能力を引き出すような援助を心

がけましょう。また、介護を受ける人は、それま

で自力でできていたことが他人の手を借りなけ

ればできなくなっていることに負い目を感じて

いる場合もあります。

その人ができること

を見つけ、何かの役に

立っているという自

己有用感を持っても

らうことも大切です。

それが生きる喜び、生

きたいという意欲に

もつながります。い

たずらに「頑張れ」と

励ますだけではなく、その人の意に沿った具体

的な目標を決め、達成できたらそれを一緒に喜

び合うという姿勢を持ちましょう。

❹その人らしさ、その人らしい暮らしを大切に
　ここに挙げたのは一般的に言われていること

です。人にはそれぞれ個性があります。杓
し ゃ く し

子定

規に考えて決めつけることはせず、ひとりひと

りに合った対応を心がけましょう。本人の意志、

その人らしい暮らし方を尊重することが、より

良い関係を築くためにとても必要です。
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　介護を受ける人と接する場合、具体的にどの

ようなことに配慮して、どのような心構え、態度

で対応したらよいのでしょうか。そのポイント

を紹介します。

❶傾
けいちょう

聴、受容、共感が大事
　相手の気持ちや考え、状態を理解するには、ま

ず相手の話にじっくりと耳を傾ける「傾聴」が大

事です。また、話を聞いたら否定せず、ありのま

まを受け入れる「受容」、そして、相手の喜怒哀楽

に「共感」する姿勢を持つことも大切です。相づ

ちを打ちながら聞く、相手の言ったことに質問

をしたり、聞いた言葉をそのまま繰り返したり

するなど、相手の話をよく聞いているというこ

とを示すようにしましょう。相手と目線の高さ

を合わせ、相手の表情も見ながら話すように心

がけると、より良いコミュニケーションにつな

がります。

❷非言語コミュニケーションも大事
　コミュニケーションは、言葉だけで行われる

ものではありません。例えば、声の大きさや発

し方にも気を配りましょう。「高齢者は耳が遠い

から大声で話す」と思いがちですが、十分に聞こ

えている人もいます。相手の状態を見て、声の

大きさは調整するようにします。一般的に、少

し低めの声で、ゆっくり、はっきりと話すと聞き

取りやすいと言われています。また、言葉で説

介護を受ける人との接し方のポイント
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　まじめな人ほど、介護の手を抜いたり他人任

せにすることに罪悪感を感じ、頑張ってしまい

がちです。しかしそれが続くと、介護をする人が

体調を崩したり、精神的に追い詰められたりし

てしまいます。ここでは、介護をする人の心身を

守るために心がけておきたいことを紹介します。

❶周りに協力を求め、ひとりで抱え込まない
　もっとも大切なのは、ひとりで抱え込まない

ことです。協力してくれる人を周りにたくさん

作っておくことで精神的な余裕が生まれます。

家族内で分担をする、それが無理ならば兄弟や

近所の人、あるいは介護ヘルパーなどのプロの

手も借りましょう。

❷介護を支援する制度をうまく利用する
　介護保険制度だけでなく、受けられる公的な

サービスも広がっています。まずは自治体の相

談窓口で、どのようなサービスが利用できるの

かを相談してみましょう。自治体ごとに提供

されるサービスが異なりますので、情報収集を

しっかりと行うことが大切です。また、福祉用

具や機器の貸し出しなど、経済的な負担を軽減

する制度もあるので上手に利用しましょう。

❸家族だからできる介護とは？
　介護のための技術を習得しているプロの手を

借りたほうが安全であったり、介護される人も

気が楽だったりする場合もあるでしょう。しか

し家族には、苦楽をともにしてきた経験や時間

という、他人には共有できないものがあります。

あるベテランのヘルパーは「私たちがどんなに

頑張っても、家族の間でのやりとりから生まれ

る自然な笑顔は引き出すことはできない」と言

います。介護される人も介護する人も笑顔にな

れる介護。そのための介護を考えていくことが、

より良い介護につながります。

介護をする人自身が健康を損なわないように
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 物を盗られたと訴える
　物を盗られたと訴える「物盗られ妄想」の症

状は、アルツハイマー型認知症で多く見られる

症で、一番身近な介護者を疑うことも多いので

す。このような場合、本人に理屈を説明しても

納得してもらうことは難しく、介護者が見つけ

ると、より疑いが強まる場合もあります。一緒

に探し、本人が見つけるように誘導しましょう。

 入浴や着替えをいやがる
　服を脱がされることが恥ずかしくて拒否して

いることも考えられます。その場合は、同性の

家族が一緒に服を脱いであげると抵抗感がなく

なることもあります。また、入浴は浴室でする

ということにこだわらず、部分的な清
せいしき

拭を行っ

たり、ベッドサイドで足浴をしたりすることで

も良いでしょう。無理をすると思わぬ事故につ

ながることもあるので、無理をせず、介護サー

ビスの入浴サービスを利用することも一案です。

 「家に帰る」と言い、出て行ってしまう
　「家」が昔の良い思い出がある所の場合もあり

ます。知らない間に出て行ってしまい、帰る場

所がわからなくなって徘徊し、保護されるケー

スも…。このような場合は無理に止めず、一緒

に出かけて近所を一周すると落ち着くこともあ

ります。また「今日はもう遅いので、明日にし

ましょう」などと声がけをし、延期してもらう

ことで落ち着くこともあります。声がけで止め

るのが難しい場合、玄関などにセンサーをつけ

ておく、夜間などは二重ロックをかけるなどの

対応策を取ることも考えましょう。

よくある事例への対応

無理に
連れ戻すのは

NG!
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コラム 薬の管理と緊急時の対応

　高齢者になると、薬を服用する人が増えます。

身体の状態によって薬の種類が増えたり、飲む

回数も多くなったりし、薬の管理も介護する人

にとっては注意を払わなければならない大切な

事がらのひとつです。

　よく見られるのは、本人が薬の管理をしてい

て、飲み忘れや自分で勝手に調整をしてしまう

こと。薬を飲まなかったために、思わぬ事態に

なることもあり得ます。飲み忘れや自分勝手な

調整を防ぐためには、１回の服用量ごとに、ピ

ルケースやカレンダー型のケースに分けておく

ことをおすすめします。さまざまなお薬のケー

スがありますので、上手に利用しましょう。

　本人や介護する人が薬の管理をできない場合

は、薬剤師に相談しましょう。多少費用はかか

りますが、「朝食のときに飲む薬のセット」「昼

食後に飲む薬のセット」など、１回に飲む薬を

一包にまとめて処方してくれます。

　また、薬が飲みにくくなっている場合、薬を

飲みやすくする補助剤や、粉にして食事に混ぜ

るという方法などがありますので、同様に薬剤

師に相談しましょう。

　転倒して動けなくなってしまった、急病で苦

しんでいるなど、緊急事態が発生した場合、一

般的に救急車を呼ぶことを思いつくでしょう。

救急車で病院に行けばなんとかなる、と思いが

ちですが、その時間帯に医師がいるか、ベッド

が空いているかどうかなどの状況により、搬送

される病院が決まらず、長時間待たされるとい

うことも考えられます。また、病院で応急処置

をしてもらっても、ベッドが満床の場合、入院

できないこともあり得ます。もし主治医やかか

りつけ医に連絡が取れる場合は、そちらにまず

相談してから決めるのも一案です。

介護関連
【お役立ち情報】

嚥
え ん げ

下機能の低下

低栄養を予防する

気をつけたい、脱水状態が要因のトラブル

乳酸菌による腸内環境の改善とQOLの向上

衛生面、生活の質（QOL）からも大切な「口腔ケア」

健康保険が適用できる訪問医療マッサージ

介護に役立つ消臭ケア

認知症の基礎知識

「おむつ」が必要になったなら

介護用品のレンタル活用法

介護付有料老人ホーム施設の活用法
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　噛
か

む力、飲み込む力が弱まると、口の中にいつ

までも食べ物が残り、それが誤
ご え ん

嚥の原因にもなり

ます。その対策として「とろみ」をつけたお茶や

スープを飲めば、口やのどの中の残留物を取り除

きやすくなります。食事のときには、①主食、お

かずなどを食べたら、次にとろみをつけたお茶や

スープを飲むようにしましょう。このように①と

②を交互に行うことを「交
こ う ご え ん げ

互嚥下」といいます。

　介護される人の食事にとってやわらかさ、飲み

込みやすさ、そして栄養のバランスは大切な要素

です。最近では「とろみ」を上手につけた市販品

も数々登場しています。なかでも、「飲み込みや

すさ」がアップすることは、脱水予防の水分補給

対策としても大いに役立ちます。加工食品、保存

食品なども上手に利用して食生活の「質」を改善

し、より心身が健康な暮らしを目指しましょう。

介護食の調理や飲み物に
〜 とろみ調整食品の上手な活用法 〜

●嚥下とは…?
　人は食事を摂るとき、食物を認識して噛

か

みく

だき（咀
そ し ゃ く

嚼）、飲みやすくして口の中（口腔）から

のど（咽頭）へと食物を送り込みます。この一

連の流れを「摂食・嚥下」といい、そのうち「嚥下」

とは“飲み込む”こと。右下図の「口腔期」「咽頭

期」「食道期」の3期を合わせた呼び方です。

●嚥下機能が低下すると…
　嚥下のメカニズムの「咽

い ん と う き

頭期」では、食べ物や

飲み物がスムーズに食道へ送り込まれるように

食道の入り口が開き、同じタイミングで反射的

に気管の入り口のふたである喉
こ う と う が い

頭蓋が閉まる

ようになっています。しかし、何らかの原因で

このタイミングがずれたり閉まらなかったりす

ると、誤って気管に入ってしまいます。これを

誤
ご え ん

嚥といいます。

　嚥下機能が低下すると、窒息や誤嚥により肺

摂食、嚥下のメカニズム

の健康に支障をきたす場合があります。また、

食べる力がおとろえるため、食事量が不足し、低

栄養や脱水症状のリスクも高く注意が必要です。

　食事は単に栄養素を摂取するだけではなく、

暮らしの楽しみのひとつです。五感を刺激し、

季節感を感じ、周囲とのコミュニケーションの

場にもつながります。“飲み込み”が気になる人

には食物を細かくしたりトロミをつけるなど、

飲み込みやすい形にする工夫がとても大切です。

嚥
え ん げ

下機能の低下
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　身体の機能は、食べ物から摂るエネルギーやた

んぱく質などの栄養で維持されています。エネル

ギーは、身体を動かしたり体温を維持するのに必

要なもの。たんぱく質は、骨の健康や細胞を作り、

血液の材料として身体を作る基になります。この

2 つが不足すると体力や抵抗力が低下します。ビ

タミンやミネラル、食物繊維などは身体の調子を

整えます。これらの栄養素や成分をバランス良く

摂取することが重要です。

　献立作りのポイントは、穀類（ごはんやパン）、

たんぱく質源（肉や魚、卵など）、野菜類（野菜、芋、

海藻など）を中心に、いろいろな食品を摂ること。

これが栄養の片寄りがない食事につながり、元気

の源になります。1 ～ 2 品の簡単な食事で済ませ

ないよう気を配り、市販総菜や加工食品、栄養調

整食品などを活用して低栄養を防ぎましょう。

低栄養にならないための栄養・食品
〜 エネルギーとたんぱく質が体力の基本！ 

●低栄養とは…？
　健康な身体を維持して活動するためには、エ

ネルギーやたんぱく質などの栄養素が必要です。

この栄養素が不足した状態を低栄養といいます。

　高齢になると、活動量が低下して食欲が減少

し、噛
か

む力や飲み込む力が低下することがあり

ます。また、消化機能が落ちて、栄養も水分も

十分に摂れなくなることもあります。若い頃と

比べて身体の筋肉や水分が減少するため、低栄

養になるといろいろな症状を引き起こしやすく、

注意が必要です。低栄養は「病気にかかりやす

い」「気力がなくなる」「認知機能低下」「骨量減

少」「骨折の危険増」「免疫力や体力の低下」「筋肉

量や筋力の低下」などの誘因になります。それ

らが重なり食べる力が失われると、寝たきり状

態や死に至る危険も高まります。栄養改善に取

り組み、低栄養を予防することが大切です。

●低栄養を早期発見する方法
　低栄養は本人も周囲も気づきにくいものです。

早期に発見するためには、体重の変化や血液検

査値などが重要な指標になります。

　体重の減少が6か月間に2～3kg 減少してい

る場合は要注意！ 定期的な体重測定や BMI（肥

満度を示す体格指数）*を確認し、体重の変化に

注意してください。また、年に1回は血液検査

を受けて、血清アルブミン値・コレステロール値・

ヘモグロビン値などをチェックしましょう。

　高齢者の場合、噛
か

む力や飲み込む力の低下が

低栄養を招く大きな要因となります。「よだれ

が出る」「口からよくこぼす」「よくむせる」「口の

中に食べ物を長くためている」「食べるのが遅く

なり、食べる量が減った」「痰がからみやすい」と

いった食べる力をチェックして、日頃から早期

発見に努めましょう。

低栄養を予防する
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*BMI＝体重（㎏）÷身長（m）2　〈参照〉http://www.jasso.or.jp/data/office/pdf/guideline.pdf
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　脱水時には、体から水分だけでなく塩分（主にナト

リウム）も同時に失われます。経口補水液は、水分・塩

分をすばやく補給できるようにナトリウムとブドウ糖

の濃度を調整した飲料です。WHO（世界保健機関）は、

1970 年代に流行したコレラ感染による下痢に伴う脱

水状態時に経口補水液の使用を推奨して以来、発展途

上国を中心に大きな成果をあげました。

　近年では、欧米各国においても数次にわたり経口補

水液に関するガイドラインが策定され、軽度から中等

度の脱水症への使用が推奨されています。日本でもこ

こ数年で注目度が高まり、感染性腸炎や感冒による下

痢・おう吐・発熱、食事摂取量の減少、過度の発汗など

による脱水状態時に使用されることが増えてきました。

　高齢者は水分・塩分を蓄える筋肉が減少していたり、

食事摂取量が減少したりと、1年を通じて脱水のリス

クが高いため、いつでも経口補水液を手に取れるよう、

家庭にもできるだけ常備しておきましょう。

経口補水液とは？
〜 軽度から中等度の脱水状態には経口補水液を 〜

●加齢とともに減少する「体液」
　人の体は「体液」と呼ばれる液体で多くを満

たされています。体液とは人の体の機能を維持

するために必要な血液、リンパ液、唾液、汗、消

化液、尿などのこと。体液は加齢とともに減少

し、体重に占める割合で見ると子どもでは70～

80％、成人では約60％、高齢者では約50％です。

このため高齢者は体液バランスが崩れやすく、

脱水状態になりやすいのです。発汗や乾燥など

で体液が減少し脱水状態になると、血液濃度が

高まるために脳梗塞などの恐れも高まります。

さらに脱水状態が進み、日常生活や生命維持活

動に障害が生じた状態を「脱水症」と呼びます。

脱水症になると、軽度の場合はめまいやふらつ

き、中度では頭痛や悪心、重度になると意識障害、

痙攣などの症状が見られます。また、中度以上

では汗、尿の量が減り、体温は高くなります。

●「喉の渇き」を自覚しにくい高齢者
　脱水状態は、「熱中症」などの健康障害の要因

にもなります。熱中症は、高温や高湿の環境下

で起こる全身の熱障害の総称で、めまい、頭痛、

吐き気などのほか、発汗異常や体温の異常上昇、

痙攣などの症状が見られます。

　もともと私たちの体には、体温が上昇すると

汗を出し体温を下げようとする働きがあります

が、加齢とともにその機能が弱くなり、暑くて

も体温を下げるメカニズムが働きにくくなり

ます。また通常は、汗をかいて水分が不足する

と血液が濃縮され、それを感知する機能が働き

「喉の渇き」として感じられますが、高齢者の場

合その機能が低下し、喉の渇きも感じにくくな

ります。したがって、喉の渇きを感じなくても、

意識的、定期的に水分をとることが、脱水状態

にならないための対策として大切だといえます。

気をつけたい、脱水状態が要因のトラブル
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●高齢者の「腸内環境」と「感染」
　高齢者は食事量の減少、運動不足、腸の機能の

衰えなどから腸内環境に問題を抱えることが多

く、また免疫機能も低下しがちです。とくに注

意したいのは、ウイルスや細菌の感染。昨今で

はノロウイルスなどによる高齢者の集団感染も

数多く報告されています。

●腸内環境を整えることが健康・長寿の秘訣
　健康を維持・増進するためには、日頃から腸

内環境を整えることが大切です。私たちの腸内

には数百種類、約100兆個にも及ぶ多種多様な

腸内細菌がいます。腸内の環境をバランス良く

保てるかどうかが健康と長寿に大きく関わりま

す。腸内バランスを改善し、人体に良い影響を

与える微生物は「プロバイオティクス」と呼ばれ、

胃液や胆汁などに負けずに生きて腸まで届き、

「善玉菌」を増やして腸内環境を改善します。

　「乳酸菌」や「ビフィズス菌」は、プロバイオティ

クスの候補となる代表的な微生物（細菌）です。

プロバイオティク

スを補給すること

で、便の水分量や

排便回数など便性

の改善、また、有害

菌の増殖を防いで

有害物質の生成を

抑えるなど腸内環

境の改善が図られ、

QOL（生活の質）

向上につながりま

す。さらに、副作

用がなく安全性が

高いことも特長の

ひとつです。

乳酸菌による腸内環境の改善とQOLの向上
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　1989年から、厚生省（当時）と日本歯科医師会

は「8020（はちまるにーまる）運動」を推進して

います。これは「80歳で20本、自分の歯を保と

う」という運動で、20本以上自分の歯があれば、

食べ物を咀嚼することが容易だといわれているこ

とから提唱されている目標です。ただ、たとえそ

の目標が達成できなくても、義歯を使用して自分

で食べ物を噛んで食べるという機能を保つために、

口腔ケアを続けることは非常に大切な意味を持っ

ています。細菌の感染を予防するためにも口腔ケ

アをしっかりと行い、少しでも長く自分の歯を保

ち、また義歯を上手に使いましょう。

　要介護者で自分で口内を清掃することが困難な

場合は、口腔ケア用のウェットティッシュやジェ

ル状歯磨き、スポンジなどが市販されているので

上手に利用し、口腔内をつねに清潔に保つ努力を

しましょう。

食べる力を保つ！しっかり「口腔ケア」を
〜 市販品をうまく利用しよう 〜

●口腔内の細菌は全身の健康に影響
　口腔内の細菌の増殖は、全身の健康に影響し

ます。健康な人や若い人は唾液の分泌量が多い

ため、口腔内に多少細菌があっても洗い流され

ます。しかし、加齢とともに唾液の分泌量は減

るため、口腔内の自浄作用は低下します。飲み

込みが悪く食べ物があやまって気管に入ってし

まった場合、通常はむせて気管から排出する反

射機能が働きますが、この機能が鈍ってしまう

と食べ物を排出できず、増殖した口腔内の細菌

が気管に進入し、結果として肺や全身の健康に

トラブルを起こすことがあります。また、義歯

を使用している場合、その手入れが行き届いて

いないと、口腔内の細菌がますます繁殖しやす

い環境になってしまいます。高齢者、とくに要

介護者にとって口腔ケアは、非常に重要な意味

を持っています。

●生活の質を保つためにも必要な口腔ケア
　歯や歯茎の炎症、歯周病や口内炎といった口

内トラブル予防のほか、全身疾患の原因となる

細菌増殖を抑えるために重要な意味を持つ口腔

ケア。しかし、効用はそれらだけではありません。

　自分の歯もしくは義歯で食べ物をよく噛
か

んで

飲み込むことは、あごの骨や筋肉を動かすこと

になるため、血液の循環を促します。また、咀
そ し ゃ く

嚼

することは脳への刺激にもなるため、認知症の

予防にもつながります。また、加齢とともに歯

を失うケースは増えますが、1本でも多く歯を

残そうという意識を持つこと、あるいは、たと

え義歯になっても口の中のケアを続けようとい

う意識を持つことは自立した生活にもつながり、

ひいては暮らしの質を保つことにもつながりま

す。自分自身で咀嚼して食べられる期間を持ち

続ける口腔ケアを、ぜひ心がけたいものです。

衛生面、生活の質（QOL）からも大切な「口腔ケア」
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　訪問医療マッサージを実際に利用する場合、ど

のような流れになるのでしょうか。運営会社に

よっても異なりますが、一般的な例を紹介します。

　まずは電話などで業者に連絡をとります。専門

相談員が自宅や施設を訪ね、希望を聞いたうえで

体の状態について問診を行い、施術内容を決めま

す。その後、場合によっては、リハビリマッサー

ジのお試し体験を経て、利用することが決まれば

専門相談員が医師の同意書作成の手続きを進めま

す。そして手続き完了後、施術の開始です。施術

は利用者の希望を第一に、症状を見ながら進めら

れ、経過は主治医、ケアマネジャーと情報共有し、

適切な治療を設定・継続していきます。

　業者選定にあたっては、理学療法的なエビデン

スに基いた施術を提供しているところや、トレー

ニングによって理学療法の知識・技術を持つ施術

師がいるところを選ぶとより安心でしょう。

訪問医療マッサージを
上手に利用するには？

●訪問医療マッサージとは？
　高齢者が身体機能を維持し、寝たきりになる

のを防ぐためには、定期的に体を動かすことが

大切です。しかし、病気の後遺症などによって麻

痺や運動機能の低下がある場合、自ら体を動か

すことがむずかしいケースもあります。その場

合、症状の改善・回復、筋力強化、疼
と う つ う

痛緩和など

を目的とした医療マッサージはとても有効です。

　医療マッサージは、医療機関に通って受ける

のが一般的ですが、移動や費用などの負担が大

きく、敬遠される方が多いのも現状です。そこ

で近年、注目されているのが「訪問医療マッサー

ジ」です。これは、医師の同意に基づき、国家資

格（あんまマッサージ指圧師・鍼灸師）を持った

施術師が、高齢者の自宅や高齢者施設などに直

接訪問して行うもの。健康保険が適用され、自

己負担は病院での窓口負担率と同じです。

●リハビリ効果や精神的ケアなど多彩なメリットが
　訪問医療マッサージの最大のメリットは、利

用者が外出の心配をしなくてよい点です。退院

後、在宅療養になってから十分なリハビリが受

けられず、機能低下を招くケースは少なくあり

ません。訪問医療マッサージなら、施術者が定

期的に訪問するので安心です。また、独居の方

にとっては施術者と話す機会にもなり、ストレ

ス軽減や社会的孤立の防止効果も期待できます。

　身体的なメリットとしては、マッサージに

よって関節の動きが改善され、筋力低下防止

と身体機能の向上が図れます。また、硬くなっ

た筋肉を緩め、痛みやしびれの軽減効果もあり

ます。血液やリンパの流れも促進され、むくみ、

床ずれ防止にも役立ちます。なお、訪問医療マッ

サージは健康保険が適用されるため、介護保険

サービス限度額満額の人でも利用可能です。

健康保険が適用できる訪問医療マッサージ
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●介護空間にこもるイヤなニオイの問題
　在宅介護では、布団などの布製品や室内に設

置されたポータブルトイレなどにより、介護空

間にニオイがこもってしまいがちです。介護者

や家族からは、「衣類や布団などに染みついた尿

臭で、部屋中がくさい」「排泄物のニオイや体臭

が鼻につき、ストレスを感じる」「洗濯しても

尿や便のニオイや汚れが取れない」など、排泄

臭の問題に悩む声が多く聞かれ、介護の困りご

とのひとつになっています。要介護者も、排泄

臭や体臭などイヤなニオイがこもった部屋の中

での生活が続けば、気分が滅入ってしまいます。

ニオイが原因で要介護者の食欲が減退して体力

が衰えたり、介護度が進行してしまっては大変

です。イヤなニオイの原因となる排泄臭や体臭

などをしっかりと抑え、効果的な消臭ケアを行

うことが、健康で快適な暮らしにつながります。

●注目される最新「消臭ケア」対策
　もともと尿そのものがくさいのではなく、尿

が布に付着すると、布上にいる菌がつくる分解

酵素が尿臭前駆物質を分解し、尿臭が発生しま

す。そこで、分解酵素の働きを抑え、尿臭の発

生を防ぐことが消臭ケアの重要なポイントにな

ります。最近注目を集めているのが、排泄臭な

ど介護世帯特有の悩みに特化した消臭ケア専門

製品です。用途によって、さまざまなタイプを

使い分けるとより効果的です。落としにくい排

泄臭に悩んでいて、柔軟

剤などの香りではなく

根本からきちんと消臭

したいという方は、介護

関連用品を扱う店など

で気軽に相談し、ぜひ活

用してみましょう。

介護に役立つ消臭ケア
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●認知症、そして日本の現状とは…？
　認知症とは、後天的な脳の器質性障害により

認知機能や記憶力、判断力が持続的に低下し、日

常生活や社会生活に支障をきたしている状態で

す。「物忘れ」「外出しない」「服が正しく着られ

ない」「物を盗られたと言う」などさまざまな症

状があらわれ、徐々にひとりで日常生活を送る

ことが難しくなります。

　厚生労働省の調査によると、日本の65歳以上

の高齢者のうち認知症の人は推計15％、2012

年時点で約462万人に上ることが分かりました。

また、認知症になる可能性がある軽度認知障害

（MCI）の高齢者は約400万人と推計されていま

す。認知症有病率は85歳以上になると40％を

超え、多くの年代で女性のほうが高い傾向があ

ります。原因となる疾患や病態は多数あります

が、最も多いのがアルツハイマー型認知症です。

●介護をする人が気をつけたいこと
　認知症は進行を止めることは難しいのですが、

周囲のケアや薬によって進行をゆるやかにする

ことが可能です。早期には薬の効果が大きく、

治療の選択の幅が広がる可能性もあります。

　できることが少しずつ減り、日常生活での「つ

まずき」が増えてくると、介護をする家族の見守

りや声かけ、手助けが必要になってきます。周

囲はつまずいているところだけを本人に伝え

ることが大切。失敗を指摘して直す、試す、無理

をさせるなどは厳禁で、不要な混乱を招きかね

ません。認知症の人は言葉で十分に表現できず、

健康管理能力も低下します。介護をする人は認

知症の人の健康管理を行い、話をしっかりと聴

き、気持ちを支えることが大切です。

　介護をする際は、周囲の支援や生活支援サー

ビスを上手に利用してケアを続けましょう。

認知症の基礎知識
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●大人用おむつの種類と選ぶポイント
　大人用おむつを使い始める際は、本人の自尊

心が傷つきやすくなっています。おむつという

言葉を使わないなど、介護者は配慮しましょう。

　おむつの種類には、パンツタイプとテープ式、

両方の機能を持つタイプがあります。超うす型

の紙パンツは自分で上げ下げしやすく、ふつう

の下着と変わらないはき心地です。パンツタイ

プはウエストで、テープ式はヒップサイズで選

びます。サイズが大きめだと脚まわりも大きく

なるため、モレの原因になります。尿とりパッ

ドは交換が簡単で、吸収量や交換頻度に合わせ

て使えば、おむつ代の節約になります。外側の

おむつの中に入れて補助的に併用します。

　なお、医師が必要と認めた場合には、おむつ

の購入費用も医療費控除の対象となります。詳

しくは管轄の税務署にお問い合わせください。

●肌トラブルを防ぐおむつの選び方
　高齢になると、肌を保護する皮脂や細胞内の

水分が減少して乾燥肌になり、刺激に対して敏

感になります。おむつを使うと臀部や下腹部周

辺がムレて、肌は汚れや摩擦などの刺激を受け

やすい状態になります。できるだけ、おむつ交

換の間隔をあけず、陰部の清潔を心がけ、ムレ

やかぶれなどの肌トラブルを防ぎましょう。

　肌のムレを防ぐ最適な方法は、外側の防水

シート（バックシート）に通気性素材が使用さ

れている通気性があるおむつを使うことです。

肌ざわりがよく、体にフィットする柔らかい素

材で、肌への刺激が少ないものを選びましょう。

雑菌の繁殖を抑え、ニオイを防ぐ効果がある抗

菌・消臭効果があることも大切です。頻繁にお

むつ交換ができない場合は、吸収量の多い夜間

用や長時間用の尿とりパッドを併用しましょう。

「おむつ」が必要になったなら
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●在宅介護から施設に移る見極めポイント
　介護が必要になった場合、選択肢としては大

きく2つ考えられます。1つは在宅で訪問介護・

看護などを利用しながら介護サービスを受ける

方法。もう1つは介護施設に入所する方法です。

　在宅から介護施設に移るタイミングを見極め

るには、要介護者の介護度や心身の状態、家族の

肉体的、経済的負担など、総合的に考える必要

があります。施設に移ることを検討するタイミ

ングとして最も多いのは、介護度が上がって介

護者の負担が増えたり、仕事の都合などで在宅

介護の継続が困難になったりした場合です。次

は医療機関からの退院時。いずれにしても、介

護によるトラブルを防ぐために早めに専門家に

相談するとよいでしょう。また最近は、まだ元

気なうちに、要介護の状態になっても住み続け

られる施設に入居する人も増えています。

●在宅と介護付有料老人ホームの各メリット
　在宅介護のよい点は、住環境、周囲との人間

関係を含め、住み慣れた場所で暮らし続けられ

ることでしょう。要介護者の多くは自分が暮ら

してきた地域や家で、可能な限り自立した生活

を営みたいと願っています。それを叶えられる

のが在宅介護ならではのメリットといえます。

　一方、 介護付有料老人ホーム＊の場合、専門ス

タッフが常駐しているため、支援が必要なとき

に助けを得ることが容易です。また万一の時の

医療サポートが整っているのも安心な点でしょ

う。近年は家庭的な雰囲気を大切にした施設も

増えています。介護施設には料金の安い公的施

設「特別養護老人ホーム（特養）」などもありま

すが、待機者が多く、数年待ちという所も少な

くありません。そこで、特養入居を待つ間、有

料老人ホームを利用するケースも増えています。

介護付有料老人ホーム施設の活用法
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＊有料老人ホームにはそのほかに、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」があります。97ページ参照

●立ち上がりがたいへんなときには
　レンタル用品には工事が必要のない簡単に取

り付けられる手すりや移動用リフトがあります。

　ベッドやふとんからなかなか立ち上がれない

ときには、立ち上がり動作を助ける手すりが大

きな助けになります。手すりをつければ、自力

で歩いて移動するきっかけをつくることができ

ます。壁のない場所には突っ張り型を設置しま

しょう。突っ張り型とバータイプの手すりを両

方取りつければ、方向転換に便利で転倒の予防

にもつながります。トイレにも手すりを設置す

ることで、洋式トイレでの立ち座りや座位をサ

ポートすることができます。

　手すりの形や材質、直径は本人が握りやすい

ものを選びましょう。手すりの取りつけ位置

は、よく手をつく場所を壁の手アカ汚れなどで

チェックし、本人に確認してもらいましょう。

●歩行がたいへんなときには
　歩行が不安定な場合には、歩行補助杖や歩行

器、歩行車をレンタルすることで、より安全に移

動することができます。歩行が困難な場合には、

車いすをレンタルすることで移動が楽になりま

す。自分で操作する自走用車いすや電動車いす、

介助者が操作する介助用車いす、座り姿勢を保

てない人向けに姿勢保持機能型車いすなどがあ

ります。各人の体格や身体症状に合った最適な

ものを選びましょう。

　また、長く座っているとお尻が痛くなること

があるので、クッション選びも大切です。ウレ

タンやジェルなどクッションの素材や厚みを

チェックし、座る人に快適なものを見つけま

しょう。車いすでの移動時に段差などがある場

合には、取り付け工事が不要なスロープをレン

タルすれば介護がかなり楽になります。

介護用品のレンタル活用法
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*2 受領委任払い
　利用者は、工事全体の金額のうち介護保険から支
払われる介護保険給付費分を除いた金額（費用の1
割〈一定以上所得者の場合は2割〉分）を住宅改修事
業者に支払います。介護保険給付費分は、後日、市
から住宅改修事業者に直接支払われます。
＜例：10 万円の改修工事を行った場合＞
　償還払いの場合…利用者は全額の10万円を住宅
改修事業者に支払い、市区町村に申請を行うことに
より、割合に応じて8～9万円が支給されます。
　受領委任払いの場合…利用者は、費用の1割分の
1万円、2割の場合は2万円を住宅改修事業者に支
払い、申請の際、住宅改修事業者に給付費の受け取
りを委任する手続きを行えば、残りの金額は、住宅
改修事業者に対して支給されます。つまり、本人が
支払う額が当初から軽減されます。一時的に10万
円の負担が難しい人も、1割～2割を支払うだけで
住宅改修を行うことができます。
 有料老人ホームの類型及び表示事項 …95ページ掲載
    有料老人ホームには4つの類型があります。

●介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

　 介護サービスは有料ホームの職員が提供します。
●介護付有料老人ホーム（外部サービス利用型特定施設入居者生活介護）

　有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成な
どを実施し、介護サービスは委託先の介護サービス
事業者が提供します。
●住宅型有料老人ホーム *3

　生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居
住施設。介護が必要となった場合、入居者自身の選
択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用
しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継
続することが可能です。
●健康型有料老人ホーム *3

　食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施
設。介護が必要となった場合には、契約を解除し退
去しなければなりません。
*3 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない
ホームは、広告、パンフレット等において、「介護付
き」、「ケア付き」等の表示を行えません。

〈厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より〉

 二次予防事業の対象者（特定高齢者） …20ページ掲載
　地域支援事業のひとつとして行われる介護予防
事業には、一般の高齢者向けのサービス（一次予防
事業）と要支援・要介護状態などになるおそれのあ
る高齢者を対象に実施するサービス（二次予防事業）
があります。
　二次予防事業の対象者は65歳以上の高齢者（第
一号被保険者）で、介護保険の要支援・要介護認定
を受けていない人。現在は自立して暮らしている
が、徐々に日常生活に必要な機能が低下していき、
近い将来、要支援・要介護状態になるおそれの高い
状態にある人です。要介護状態などになることを
予防し、活動的で生きがいのある人生を送ることが
できるように支援していきます。
　二次予防事業には4つの種類（対象者把握事業、
通所型介護予防事業、訪問型介護予防事業、二次予
防事業評価事業）があります。健康診断などをもと
に対象者と認められれば「介護予防プログラム」を
受けることができます。
 バイタルチェック …24ページ掲載

用語の解説

　バイタルチェックとは、バイタルサイン（vital 
signs）ともいわれ、医学用語で「生きている証」を
意味します。人体の現在の状態を示すさまざまな
数値情報で表すもの。一般的には、脈拍あるいは心
拍数・呼吸（数）・血圧・体温の4つをチェックします。
 住宅改修費の支給方法 …29ページ掲載
　住宅改修費の支給方法には、「償還払い *1」と「受
領委任払い *2」があります。対象となる工事（上限
20万円）について、その8～9割分を市区町村に申
請することで支給を受ける「償還払い」が原則となっ
ています。一部の市区町村では、利用者やその家族
の一時的な負担を軽減することを目的に「受領委任
払い」を導入しているところがあります。2つの支
給方法について紹介します。
*1 償還払い
　工事完了後に、利用者は住宅改修に要した費用の
全額を住宅改修事業者に支払います。対象の改修
工事と認められれば、後日、市区町村から対象工事
費に保険給付率を乗じて得た額（費用の9割分）が
支給（払い戻し）されます。
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